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＜はじめに＞ 

 この基準は、本県における宅地造成および特定盛土等規制法（以下「盛土規制法」という。）に基づく許可

に関する技術的基準を定めるものである。 

 盛土規制法施行令（以下「政令」という。）に規定された技術的基準を、「盛土等防災マニュアル」や「盛土等

防災マニュアルの解説」などに基づいて補完し、さらに他の法令も含めて、宅地造成等に関する工事の全般

的な技術的基準として整理したものである。 

 

＜構成内容＞ 

 第１章では、政令および細則に基づき、審査対象となる工事に適合させる必要のある技術的基準につい

て、チェックリスト形式で整理した。盛土等に関する工事を実施しようとする事業者は、当該チェックリスト

に基づき、工事内容が技術的基準に適合していることを確認する必要がある。 

 第２章以降では、第１章で整理した技術的基準の各項目について、政令、「盛土等防災マニュアル」とその

解説を【政令】【技術的基準】【解説等】【参考】の項目で整理した。解説については、主に「盛土等防災マニュ

アルの解説」をもとに構成した。 

 なお、本書に記載のない事項については、「盛土等防災マニュアル」および「盛土等防災マニュアルの解説」

を参考にされたい。 
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1.1 宅地造成、特定盛土等に関する工事の技術的基準 

 宅地造成、特定盛土等に関する工事の技術的基準の内容は下表のとおりである。具体的な適合チェックリ

ストを次ページに示す。 

技術的基準 政令 内容 

地盤について講ずる措置に関す

るもの 

第 7条第 1項第 1号 

盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水または

地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊または滑りに

対する措置について 

第 7条第 1項第 2号 
著しく傾斜している土地に盛土をする場合の滑り対

策 (段切りその他の措置) について 

第 7条第 2項第 1号 
盛土または切土により生じる崖の上端の地盤面にお

ける雨水その他の地表水に対する措置について 

第 7条第 2項第 2号 

山間部における河川の流水が継続している土地そ

の他省令第 12条各号の土地において、高さ 15m

を超える盛土の地盤の安定の保持の確認 (土質試

験その他の調査、試験に基づく安定計算)について 

第 7条第 2項第 3号 

切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層がある

場合の滑り対策(地滑り抑止ぐい等の設置、土の置

換えその他の措置) について 

擁壁の設置に関するもの 

第 8条 擁壁の設置が必要な崖面について 

第 9条～第 13条 
擁壁の構造について (鉄筋コンクリート造、無筋コン

クリート造、練積み造) 

第 17条 
国土交通大臣認定による特殊な材料または構法の

擁壁について(注 1) 

崖面崩壊防止施設の設置に関

するもの 

第 14条第 1項第 1号 崖面崩壊防止施設の設置が必要な場合について 

第 14条第 1項第 2号 崖面崩壊防止施設の構造について 

崖面およびその他の地表面につ

いて講ずる措置に関するもの 

第 15条第 1項 
擁壁で覆われない崖面の風化等による侵食からの

保護について (石張り、芝張り、モルタル吹付け等) 

第 15条第 2項 
地表面(注 2) の雨水その他の地表水からの浸食か

らの保護について (植栽、芝張り、板柵工等) 

排水施設の構造、機能について 第 16条 排水施設の設置に関するもの 

注 1:国土交通大臣による認定擁壁一覧の詳細は、国土交通省ホームページで公表されています。 

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000060.html  

注 2:特定盛土等に関する工事の技術的基準は、「地表面」を「地表面及び農地等における植物の 

生育が確保される部分の地表面」と読み替えて適用します。(政令第 18 条) 

  

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000060.html
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宅地造成、特定盛土等に関する工事の技術的基準適合チェックリスト 

項目 
ﾁｪｯｸ 

欄 

主な 

確認図書 

政令第７条 地盤について講ずる措置に関する技術的基準 （第 2章、第７章） 

 7-1-1-イ おおむね 30cm 以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層

の土を盛るごとにローラー等を用いて締め固めているか 

□  

 7-1-1-ロ 盛土の内部に浸透した地表水・地下水を速やかに排除することがで

きるよう、砂利等を用いて透水層を設けているか 

□  

 7-1-1-ハ 必要に応じて地滑り抑止ぐい・グラウンドアンカー等の設置等の措

置を講じているか 

□  

 7-1-2 著しく傾斜している土地において盛土をする場合においては、盛土を

する前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないよう、段切り等の措置を

講じているか 

□  

 7-2-1 盛土・切土※をした後の土地の部分に生じた崖の上端に続く当該土地

の地盤面には、その崖の反対方向に雨水等の地表水が流れるよう、勾配を付し

ているか 

※ 政令第３条第４号及び第５号の場合を除く 

□  

 7-2-2 以下(1)〜(3)に該当する土地において、高さが 15m を超える盛土

をする場合、盛土をした後の土地の地盤について、土質試験等の調査・試験に

基づく地盤の安定計算を行うことによりその安定が保持されるものであること

を確かめているか 

(1) 山間部における、河川の流水が継続して存する土地 

(2) 山間部における、地形、草木の生茂の状況等が（１）の土地に類する状況を

呈している土地 

(3) (１)・(2)の土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域にあ

って、雨水等の地表水が集中し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土地 

□  

 7-2-3 切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に

滑りが生じないよう、地滑り抑止ぐい等の設置、土の置換え等の措置を講じて

いるか 

□  
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政令第８条 擁壁の設置に関する技術的基準 （第 3章） 

 8-1-1 盛土・切土※1 をした土地の部分に生ずる崖面※2 は擁壁で覆われている

か 

※1 政令第３条第４号及び第５号の場合を除く 

※2 以下の場合を除く 

・切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であって、その土質ごとの 

 勾配が一定以下の場合 （盛土等防災マニュアル Ⅵ・１表、本基準案 3.1 参

照） 

（注）崖の途中で角度が変化する場合は、崖の連続性（政令第８条第２項）に注意 

・土質試験等の調査・試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つ  

 ために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面 

・政令第 14 条第１号の規定により崖面崩壊防止施設が設置された崖面 

□  

 8-1-2 義務設置擁壁は、以下のものとなっているか   

 ・鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造 □  

 ・練積み造（間知石練積み造/S40 建設省告示 1485 号のブロック擁壁） □  

 ・政令第 17 条に基づく大臣認定擁壁 □  

 →義務設置の擁壁を設置する場合、以下の確認が必要（S40 建設省告示

1485 号のブロック擁壁・政令第 17 条に基づく大臣認定擁壁を除く） 

・政令第９条（鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の場合のみ） 

・政令第 10 条（練積み造の場合のみ） 

・政令第 11 条及び第 12 条 

□  

 →義務設置以外の擁壁で高さ２ｍを超えるものについては、政令第 13 条に基

づき、 建築基準法施行令第 142 条（同令第７章の８の規定の準用に係る部分

を除く） に適合しているか 

□  

政令第９条 鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁 （第 4章） 

 9-2-1 土圧・水圧・自重によって擁壁が破壊されないよう、擁壁の各部に生ず

る応力度が、擁壁の材料である鋼材・コンクリートの許容応力度を超えないか 

□  

 9-2-2 土圧・水圧・自重によって擁壁が転倒しないよう、擁壁の転倒モーメン

トが擁壁の安定モーメントの３分の２以下であるか 

□  

 9-2-3 土圧・水圧・自重によって擁壁の基礎が滑らないよう、擁壁の基礎の滑

り出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力等の３分の２以下であ

るか 

□  

 9-2-4 土圧・水圧・自重によって擁壁が沈下しないよう、擁壁の地盤に生ずる

応力度が当該地盤の許容応力度を超えないか 

※ 基礎ぐいを用いた場合においては、土圧・水圧・自重によって基礎ぐいに生

ずる応力が基礎ぐいの許容支持力を超えないか 

□  
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 9-3-1 構造計算に必要な土圧・水圧・自重の値は、実況に応じて計算された数

値を用いているか 

※ 盛土の場合の土圧については、盛土の土質に応じ政令別表第二の単位体積

重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用いることができる 

□  

 9-3-2 構造計算に必要な鋼材・コンクリート・地盤の許容応力度及び基礎ぐい

の許容支持力の値は、建築基準法施行令第 90 条（表一を除く）・第 91 条・第

93 条・第 94 条の長期の値を用いているか 

□  

 9-3-3 構造計算に必要な擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力等の値

は、実況に応じて計算された数値を用いているか 

※ その地盤の土質に応じ政令別表第三の摩擦係数を用いて計算された数値

を用いることができる 

□  

政令第 10 条 練積み造の擁壁 （第 3章） 

 10-1-1 練積み造の擁壁の構造は、勾配・高さ・下端部分の厚さが、崖の土質

に応じ政令別表第四に定める基準に適合し、かつ、擁壁の上端の厚さが 40cm

以上（擁壁の設置される地盤の土質が、政令別表第四上欄の第一種・第二種に

該当しない場合は 70cm 以上）となっているか 

□  

 10-1-2 石材等の組積材は、控え⻑さを 30cm 以上とし、コンクリートを用い

て一体の擁壁とし、かつ、その背面に栗石・砂利・砂利混じり砂で有効に裏込め

しているか 

□  

 10-1-3 崖の状況等によりはらみ出し等の破壊のおそれがあるときは、適当な

間隔に鉄筋コンクリート造の控え壁を設ける等の必要な措置を講じているか 

□  

 10-1-4 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの

深さは、擁壁の高さの 15％（最低 35cm）以上（擁壁の設置される地盤の土質

が政令別表第四上欄の第一種又は第二種に該当しない場合は、擁壁の高さの

20%（最低 45cm）以上）となっているか 

□  

政令第 11 条 擁壁についての建築基準法施行令の準用 （第 3章） 

 建築基準法施行令第 36 条の３（構造計算の原則）の規定を準用しているか □  

 建築基準法施行令第 37 条（構造部材の耐久）の規定を準用しているか □  

 建築基準法施行令第 38 条（基礎）の規定を準用しているか □  

 建築基準法施行令第 39 条（外装材等）の規定を準用しているか □  

 建築基準法施行令第52 条（組積造の施工※第３項を除く）の規定を準用しているか □  

 建築基準法施行令第 72 条（コンクリートの材料）の規定を準用しているか □  

 建築基準法施行令第 73 条（鉄筋の継手・定着）の規定を準用しているか □  

 建築基準法施行令第 74 条（コンクリートの強度）の規定を準用しているか □  
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 建築基準法施行令第 75 条（コンクリートの養生）の規定を準用しているか □  

 建築基準法施行令第 79 条（鉄筋のかぶり厚さ）の規定を準用しているか □  

政令第 12 条 擁壁の水抜穴 （第 3章） 

 擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積３㎡以内ごとに少なく

とも１個の内径が 7.5cm 以上の陶管等の耐水性の材料を用いた水抜穴を設

け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺等の必要な場所には、砂利等の資材を用

いて透水層を設けているか 

□  

政令第 14 条 崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準 （第 5章） 

 14-1-1 盛土・切土※をした土地の部分に生ずる崖面に政令第８条第１項第１号

の規定により擁壁を設置することとした場合に、当該盛土・切土をした後の地

盤の変動、当該地盤の内部への地下水の浸入、当該擁壁が有する崖の安定を保

つ機能を損なう事象が生ずるおそれが特に大きいと認められるときは、擁壁に

代えて崖面崩壊防止施設を設置しているか 

※ 政令第３条第４号及び第５号の場合を除く 

□  

 14-1-2-イ 崖面崩壊防止施設は、14-1-1 の事象が生じた場合においても崖

面と密着した状態を保持することができる構造となっているか 

□  

 14-1-2-ロ 崖面崩壊防止施設は、土圧・水圧・自重によって損壊・転倒・滑動・ 

沈下をしない構造となっているか 

□  

 14-1-2-ハ 崖面崩壊防止施設は、その裏面に浸入する地下水を有効に排除す

ることができる構造となっているか 

□  

政令第 15 条 崖面等の地表面について講ずる措置に関する技術的基準 （第 6章） 

 15-1 盛土・切土をした土地の部分に生ずる崖面※について、風化等の侵食か

ら保護されるよう、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等の措置を講じているか 

※ 擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆われた崖面を除く 

□  

 15-2 崖面ではない盛土・切土をした後の土地の地表面※について、当該地表

面が雨水等の地表水による侵食から保護されるよう、植栽・芝張り・板柵⼯等の

措置を講じているか 

※ 以下の場合を除く 

・崖の反対方向に雨水等の地表水が流れるよう、勾配を付した土地の地表面

（政令第７条第２項第１号） 

・道路の路面の部分等、当該措置の必要がないことが明らかな地表面 

・特定盛土等で農地等における植物の生育が確保される部分の地表面（政令第

18 条） 

 

 

 

□  
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政令第 16 条 排水施設の設置に関する技術的基準 （第 7章） 

 16-1 盛土・切土をする場合において、地表水・地下水により崖崩れ・土砂の流

出が生ずるおそれがあるときは、その地表水・地下水を排除することができる

よう、排水施設を設置しているか 

□  

 16-1-1 排水施設は、堅固で耐久性を有する構造のものとなっているか □  

 16-1-2 排水施設は、陶器・コンクリート・れんが等の耐水性の材料で造られ、

かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられているものとなっているか 

※ 崖崩れ・土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水等の地

表水を排除すべき排水施設は、多孔管等の雨水を地下に浸透させる機能を有

するものとすることができる 

□  

 16-1-3 排水施設は、その管渠の勾配及び断面積が、排除すべき地表水・地下

水を支障なく流下させることができるものとなっているか 

□  

 16-1-4 専ら雨水等の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造

の部分の以下の箇所に、ます・マンホールが設けられているか 

・管渠の始まる箇所 

・排水の流路の方向・勾配が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所

を除く） 

・管渠の内径 

・内法幅の 120 倍を超えない範囲内の長さごとの清掃上適当な箇所 

□  

 16-1-5 ます、マンホールに、蓋が設けられているか □  

 16-1-6 ますの底に、深さが 15cm 以上の泥溜めが設けられているか □  

 16-2 盛土をする場合において、盛土をする前の地盤面から盛土の内部に地

下水が浸入するおそれがあるときは、当該地下水を排除することができるよ

う、当該地盤面に排水施設を設置しているか 

□  

 16-2-1 当該地盤面に設置する排水施設は、16-1-1〜16-1-3（16-1-2 の

※を除く）のいずれにも該当するものとなっているか 

□  
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1.2 土石の堆積に関する工事の技術的基準 

 土石の堆積に関する工事の技術的基準の内容は下表のとおりである。具体的な適合チェックリストを次ペ

ージに示す。 

 

技術的基準 政令 内容 

土石の堆積に伴い必要となる措置

に関するもの 

第 19条第 1項第 1号 土地の勾配の制限について (勾配 1/10 以下) 

第 19条第 1項第 2号 
地表水等による地盤の緩み、沈下、崩壊または滑りに対

する措置について 

第 19条第 1項第 3号 堆積した土石の周囲に設ける空地について 

第 19条第 1項第 4号 堆積した土石の周囲に設ける柵について 

第 19条第 1項第 5号 
雨水その他の地表水による堆積した土石の崩壊に対する

措置について 

第 19条第 2項 

堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板を設置す

ることその他の措置を講ずる場合における第 19条第 1項

第 3号および第 4号の適用除外について 
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土石の堆積に関する工事の技術的基準 

項目 
ﾁｪｯｸ 

欄 

主な 

確認図書 

政令 19条 土石の堆積に関する技術的基準 （第 8章） 

 19-1-1 土石の堆積は、勾配が１０分の１以下である土地において行ってい

るか 

※ 堆積した土石の崩壊を防止するために必要な以下の措置を当該土地に

講ずる場合を除く 

□  

 →堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる場合、土石の堆積を

行う面（鋼板等を使用したものであって、勾配が10分の１以下であるものに

限る）を有する堅固な構造物を設置する措置等の堆積した土石の滑動を防

ぐ又は滑動する堆積した土石を支えることができる措置となっているか 

□  

 19-1-2 土石の堆積を行うことによって、地表水等による地盤の緩み、沈

下、崩壊または滑りが生ずるおそれがあるときは、土石の堆積を行う土地に

ついて地盤の改良その他の必要な措置を講じているか 

□  

 19-1-3 堆積した土石の周囲に、勾配が10分の１以下である空地を設けて

いるか 

・堆積する土石の高さが５ｍ以下である場合は、当該高さを超える幅の空地 

・堆積する土石の高さが５ｍを超える場合は、当該高さの２倍を超える幅の

空地 

※ 堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板を設置すること等の堆

積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を有効に防止することができる措置を

講ずる場合（19-2）には、適用しない 

□  

 19-1-4 堆積した土石の周囲には柵等を設け、また、土石の堆積に関する

工事が施行される土地の区域内に人がみだりに立ち入らないよう、見やす

い箇所に関係者以外の者の立入りを禁止する旨の表示を掲示して設けてい

るか 

※ 堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板を設置すること等の堆

積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を有効に防止することができる措置を

講ずる場合（19-2）には、適用しない 

□  

 19-1-5 雨水等の地表水により堆積した土石の崩壊が生ずるおそれがある

ときは、当該地表水を有効に排除することができるよう、堆積した土石の周

囲に側溝を設置する等の必要な措置を講じているか 

□  
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 19-2 堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板を設置すること等の

堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を有効に防止することができる措置

（19-1-3、19-1-4の※）は、次のいずれかの措置となっているか 

①  堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板等を設置し、鋼矢板等

は、土圧、水圧および自重によって損壊、転倒、滑動または沈下をしない

構造であること 

②  次に掲げる全ての措置 

・堆積した土石を防水性のシートで覆うこと等の堆積した土石の内部に雨水  

 などの地表水が浸入することを防ぐための措置 

・堆積した土石の土質に応じた緩やかな勾配で土石を堆積すること等の堆

積した土石の傾斜部を安定させて崩壊または滑りが生じないようにするた

めの措置 

□  
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2.1 盛土 （政令 7-1-1） 

【政令】 （地盤について講ずる措置に関する技術的基準）  

第七条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち地盤について講ずる措置に関するも

のは、次に掲げるものとする。  

一 盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水（以下「地表水等」という。）の浸透 

による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないよう、次に掲げる措置を講ずること。  

イ おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその 

他これに類する建設機械を用いて締め固めること。  

ロ 略  

ハ イ及びロに掲げるもののほか、必要に応じて地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留（以下「地滑り抑止 

ぐい等」という。）の設置その他の措置を講ずること。 

 

（1） 現地盤及び周辺地盤の把握 

技
術
的
基
準 

① 盛土の設計に際しては、盛土の規模や周辺の地形地質状況に応じた、地形・地質調査等

を行って盛土の基礎地盤の安定性を検討すること。 

② 盛土の安定性に多大な影響を及ぼす軟弱地盤、傾斜地盤、山地・森林の場が有する複雑

性・脆弱性が懸念される地盤については、入念に調査すること。 

③ 渓流・集水地形等において、流水、湧水及び地下水の流入、遮断が懸念される場合は、周

辺地盤も適宜調査すること。 

④ 盛土のり面の安定性のみならず、基礎地盤及び周辺地盤を含めた盛土全体の安定性に

ついて検討すること。 
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解
説 

盛土及び周辺地盤に関する地質調査の一般的な内容を以下に示す。基礎地盤が軟弱地盤に該

当するか否かの判定及びその対策については、「盛土等防災マニュアルの解説Ⅱ、Ⅹ 軟弱地盤

対策」によって検討すること。 

表 2.1.1 盛土の基礎地盤に関わる調査概要 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.135、表Ⅴ･1-2 

 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル V・1 原地盤及び周辺地盤の把握、Ⅹ軟弱地盤対策 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.134～136 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅱ、第Ⅹ章 軟弱地盤対策 

（2） 盛土の敷均し・締固め（政令 7-1-1-イ） 

技
術
的
基
準 

盛土の施工に当たっては、1 回の敷均し厚さ（まき出し厚さ）を概ね 30cm 以下に設定し、均

等かつ所定の厚さ以内で敷均すこと。 

盛土の締固めにあたっては、所定の品質の盛土を仕上げるため、盛土材料、工法等に応じた

適切な締固めを行うこと。 

盛土と切土の接合部は、地盤支持力が不連続になり、盛土部に湧水、浸透水等が集まり盛土

が軟化して、完成後仕上げ面に段違いを生じたり、地震時には滑り面になったりするおそれもあ

ることから、十分な締固めを行うこと。 

参
考 

盛土等防災マニュアル V・6 盛土の施工上の留意事項 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.242～243、pp.250～272 



2. 地盤に関する技術的基準 

14 

 

  盛土内の排水施設の技術的基準は、「7.排水施設に関する技術的基準」を参照すること。 

 

 

  

（3） 盛土内の排水施設 （政令 7-1-1-ロ） 

（4） 地滑り抑止ぐい等の設置 （政令 7-1-1-ハ） 

技
術
的
基
準 

盛土を行う場合、必要に応じ、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留（地滑り

抑止ぐい等）の設置を行う。 

対象となる地滑り地域の地形及び地質等を考慮し、所定の計画安全率が得られるよう設計す

ること。 

地滑り抑止杭、グラウンドアンカー等の安定照査にあたっては、地すべり防止技術指針（国土

交通省）、地すべり防止技術指針解説（国立研究開発法人 土木研究所）、土地改良事業計画設計

基準 計画「農地地すべり防止対策」（農林水産省）、河川砂防技術基準 計画編（国土交通省）等

を参照し、照査を行うこと。 

表 2.1.2 主な土留工法 

引用：東京都都市整備局、盛土規制に係わる手引き、03 設計編、p.64、表 3-1 
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2.2 段切り （政令 7-1-2） 

【政令】 （地盤について講ずる措置に関する技術的基準）  

第七条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち地盤について講ずる措置に関するも

のは、次に掲げるものとする。  

一 略  

二 著しく傾斜している土地において盛土をする場合においては、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならな 

いよう、段切りその他の措置を講ずること。 

技
術
的
基
準 

盛土基礎地盤の表土は十分に除去し、勾配が 15 度（約 1：4.0）程度以上の傾斜地盤上に盛

土を行う場合には、盛土の滑動及び沈下が生じないように、段切りを行うこと。 

1) 段切りの仕様 

①段切り寸法は、原則、高さ 0.5m 以上、幅 1.0m 以上とすること。 

②段切り面にはのり尻方向に向かって 3～5％程度の排水勾配を設けること。 

解
説 

 著しく傾斜している土地に盛土をする場合は、原地盤と盛土の間で滑りが生じる可能性があ

るため、段切りを行う必要がある。段切りに先立ち、表土のはぎ取りをおこない、盛土と基礎地

盤のなじみをよくする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.1 段切りと排水処理 

参考：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.247、図Ⅴ･6-3 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル V・6 盛土の施工上の留意事項 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.242～243、pp.245～247 

透水性の材料
(ふとんかご)

1:
1.
8

傾斜地盤上の盛土

排水勾配
（3～5％）

表土はぎ取り

段切り

現地盤
表土

現地盤の勾配が15°(1：4)以上
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2.3 崖面天端の排水 （政令 7-2-1） 

 

【政令】 （地盤について講ずる措置に関する技術的基準）  

第七条 １ 略 

２ 前項に定めるもののほか、法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち盛土又は切土を

した後の地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。  

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。）をした後の土地の部分に生じた崖の上

端に続く当該土地の地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう、勾配

を付すること。  

二 、三 略 

技
術
的
基
準 

盛土又は切土をした崖面の天端は、その崖の反対方向に、2％以上の下り勾配を付した構造

とするか、のり肩排水溝を設けて地表水が崖に流下しない構造とすること。 

解
説 

① 崖の上端に続く地表面には、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう、地

盤に勾配を付すること。 

② ただし、崖の反対方向へ地盤の勾配を付することが困難な場合は、のり面へ雨水その他

の地表水が入らないように、適切に排水施設を設置すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.1 崖の上端に続く地表面の排水例 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.388、図Ⅶ･6-1 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅶ・6 のり面排水工の設計・施工上の留意事項 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.387～390 

(1) 崖の方向に勾配を付ける場合 (2) 崖と反対方向に勾配を付ける場合

雨水その他の地表水が崖に流れないように
崖の上端に側溝を設け、適切に排水する

地表水排除工等の排水施設に導き、
適切に排水する
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2.4 盛土のり面 

   

（1） 盛土のり面の勾配 

技
術
的
基
準 

① 盛土のり面の勾配は、のり高、盛土材料の種類等に応じて適切に設定すること。 

② 盛土のり面の勾配は原則として 30 度以下（約 1：1.8）とすること。 

③ 30 度を超える場合は「崖」とし、擁壁等を設置すること。 

④ 以下の場合は、盛土のり面の安定性の検討(安定計算)を十分に行った上で勾配を決定す

ること。 

⚫  のり高が特に大きい場合 

⚫  盛土が地山からの流水、湧水及び地下水の影響を受けやすい場合 

⚫  盛土箇所の原地盤が不安定な場合 

⚫  盛土が崩壊すると隣接物に重大な影響を与えるおそれがある場合 

⚫  腹付け盛土となる場合 

⚫  締固めし難い材料を盛土に用いる場合 

解
説 

１）盛土のり面勾配の基本的な考え方 

 盛土のり面の勾配が 30 度を超える場合には、「崖」となり、擁壁又は崖面崩壊防止施設の設

置が必要となる。そのため、できるだけ崖を生じさせないように、のり面勾配は原則として 30

度以下とする。 

 盛土材料および盛土高に対する標準のり面勾配の目安を以下に示す。 

 

表 2.4.1 標準のり面勾配の目安 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.175、表－① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページに続く 
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解
説 

2) 盛土のり面勾配を検討するうえでの留意事項 

① 盛土のり高が特に大きい場合とは 15m 以上の高盛土をいう。 

② 片盛り・片切り、腹付け盛土、傾斜地盤上の盛土および谷間を埋める盛土等は、地山

からの流水、湧水及び地下水の影響を受けやすいので注意が必要である。 

③ 地盤が軟弱地盤や地すべり地等の場合、盛土の基礎地盤として不安定なため、必要

な対策を検討する。 

④ 盛土が崩壊すると隣接物に重大な影響を与えるおそれがある場合とは、住宅等の

人の居住する施設が隣接している等をいう。 

⑤ 腹付け盛土については、盛土全体の安定性を検討すること。 

⑥ 締固め難い材料を盛土に用いる場合とは、火山灰質土等（ローム等）の高含水の細

粒土等、締固め度による密度管理が難しい材料を盛土材料に用いる場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4.1 盛土のり高 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.174、図Ⅴ･3-1 
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（2） 盛土のり面の安定性の検討 

技
術
的
基
準 

① 盛土のり面の安定性の検討は、「盛土等防災マニュアル Ⅴ・3・2 盛土のり面の安定性の

検討」に従い安定計算を行い照査すること。 

② 安定計算に用いる土質定数は、原則として地質調査および土質試験結果によること。 

③ 盛土の施工に関しては、適切に地下水排除工等を設けることにより、盛土内に間隙水圧

が発生しないようにすることを原則とする。 

④ 最小安全率は常時が 1.5 以上、大地震時が 1.0 以上であることを確認すること。なお、

大地震時の安定計算に必要な水平震度は kh＝0.25 とする（地域係数 1.0）。 

解
説 

盛土のり面の一般的な安定検討フローを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4.2 盛土のり面の一般的な安定検討フロー 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.178、図Ⅴ-3-2 

 

次ページに続く 
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解
説 

適切に地下水排除工及び盛土内排水層を設置することにより、盛土内の間隙水圧や地震時に

おいて盛土の強度に影響を及ぼすような過剰間隙水圧を発生させないようにすることが原則

である。排水施設については、「7.排水施設の技術的基準」を参照して設計すること。 

間隙水圧を考慮する盛土および間隙水圧の考え方について以下に示す。 

 

表 2.4.2 間隙水圧を考慮する盛土及び間隙水圧の考え方 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.190、表Ⅴ･3-4 

盛土 間げき水圧 設定水位 設定水位等に関する補足 

常時流水等が認

められる傾斜地

盤上の盛土 

US 盛土内の静水圧 盛土高の 3 分の 1 を基本 

・現場条件等※により、設定水位

を盛土高の 2 分の 1 にする

ことも考えられる。 

渓流等における

高さ 15 メート

ル超の盛土 

US 盛土内の静水圧 盛土高の 3 分の 1 を基本 

・現場条件等※により、設定水を

盛土高の 2 分の 1 にするこ

とも考えられる。 

・盛土が 5 万立方メートルを超

えるような場合は、三次元浸

透流解析等もあわせて設定

水位を検討する。 

Ue 

地震時に盛土内

に発生する過剰

間げき水圧 

液状化に対する安全率等によ

り過剰間げき水圧を設定 

・盛土条件の変更が行えない

等、やむを得ない場合に限

り、過剰間げき水圧を考慮し

た安定計算を行う。 

基礎地盤の液状

化が懸念される

平地部等の盛土 

US 
基礎地盤内の静

水圧 

既存の地盤調査結果等により

水位を設定 

・盛土内の間げき水圧について

は、平地部の盛土等、地下水

位の上昇が考えられない場合

は見込まない。 

UL 

液状化（基礎地

盤）により発生

する過剰間げき

水圧 

液状化に対する安全率等によ

り過剰間げき水圧を設定 

・基礎地盤が緩い飽和砂質土等

の場合に液状化判定を行う。 

 ※：現場条件等は、多量の湧水等があり集水性が高い地形ある場合等を指す。 
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 次に盛土の参考図を示す。 

 本章および第７章「排水施設に関する技術的基準」を参考に、現場状況に応じて検討すること。 

 

  

（3） 盛土のり面の形状 

技
術
的
基
準 

① 盛土のり面の形状は、気象、地盤条件、盛土材料、盛土の安定性、施工性、経済性、維持管

理等を考慮して合理的に設計すること。 

② 盛土のり高 5m 程度ごとに小段を設け、小段幅は 1.5m 以上とすること。 

解
説 

① 小段は下段ののり面と反対方向に 2～5%程度の下り勾配をつけて施工し、地表水を排

水溝に導く構造にすること。 

② 全体の盛土高が 15m を超える場合は、高さ 15m ごとに 3～5m 程度の幅広の小段を

設けること。 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅴ・3・2 盛土のり面の安定性の検討、 

Ⅴ・3・3 盛土のり面の形状 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.173～209 
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図 2.4.3 盛土の参考図 

※本章および７.排水施設に関する技術的基準を参照 

湧
水

湧
水

2
4
°

9
°

1
5
0
0

1
5
0
0

3
0
0
0

1：
1.
8

1：
1.
8

1：
1.
8

1：
1.
8

盛
土

5000500050003000

地
山

原
地

盤
が

岩
盤

の
と

き
は

段
切

り
の

寸
法

は
適

宜
縮

小
す

る

水
平

排
水

層

水
平

排
水

層

水
平

排
水

層

2
%
の

下
り

勾
配

2
～
5
%
の

下
り

勾
配

基
盤

排
水

層

地
下

排
水

溝

の
り

尻
工

中
央

地
下

排
水

（
暗

渠
排

水
工

）

中
央

縦
排

水
盛

土
高

や
地

下
水

の
状

況
に

応
じ

て
適

宜
設

置
す

る



2. 地盤に関する技術的基準 

23 

 

2.5 盛土全体の安定 

  

技
術
的
基
準 

１） 造成する盛土の規模が以下に該当する場合は、盛土全体の安定性を検討すること。 

① 谷埋め型大規模盛土造成地 

盛土をする土地の面積が 3,000m2 以上であり、かつ、盛土をすることにより、当該盛土

をする土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に浸入すること

が想定されるもの。 

② 腹付け型大規模盛土造成地 

盛土をする前の地盤面が水平面に対し 20 度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが 

5 メートル以上となるもの。 

２） 検討に当たっては、「盛土等防災マニュアル Ⅴ・4 盛土全体の安定性の検討」に従い安定計

算を行い照査すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5.1 谷埋め型大規模造成盛土造成地のイメージ 

引用：東京都都市整備局、盛土規制に係わる手引き、03 設計編、p.68、図 3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5.2 腹付け型大規模盛土造成地のイメージ 

引用：東京都都市整備局、盛土規制に係わる手引き、03 設計編、p.68、図 3-5 
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2.6 渓流等における盛土 （政令 7-2-2） 

 

  

【政令】 （地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 

第七条 １ 略 

２ 前項に定めるもののほか、法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち盛土又は切土をし

た後の地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。  

一 略 

二 山間部における河川の流水が継続して存する土地その他の宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが特に大きいものとし

て主務省令で定める土地において高さが十五メートルを超える盛土をする場合においては、盛土をした後の土地の地盤につ

いて、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を行うことによりその安定が保持されるものであることを確か

めること。 

【省令】 （宅地造成又は特定盛土等に伴い災害が生ずるおそれが特に大きい土地）  

第十二条 令第七条第二項第二号（令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。）の主務省令で定める土

地は、次に掲げるものとする。  

一 山間部における、河川の流水が継続して存する土地  

二 山間部における、地形、草木の生茂の状況その他の状況が前号の土地に類する状況を呈している土地三 前二号の土地

及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域にあって、雨水その他の地表水が集中し、又は地下水が湧出するおそれ

が大きい土地 
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（1） 渓流等の範囲 

技
術
的
基
準 

渓流等の範囲は、渓床勾配 10°以上の勾配を呈し、0 次谷を含む一連の谷地形の底部の中心

線（上端は谷地形の最上部まで含む）からの距離が 25m 以内の範囲とする。 

 

 

 図 2.6.1 渓流等の概念図              図 2.6.2 0 字谷の判定方法  

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.220、図Ⅴ･5-1、図Ⅴ･5-2 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅴ・5 渓流等における盛土の基本的な考え方 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.218～222 

（2） 渓流等における盛土 

技
術
的
基
準 

１） 盛土の安定性の検討 

① 渓流等における盛土の高さは 15m 以下を基本とすること。 

② 15m を超える場合は、次の技術的基準に示す措置を講ずること。 

２） 盛土高が 15m を超える場合の技術的基準 

① より詳細な地質調査、盛土材料調査、土質試験等を行った上で二次元の安定計算を 

実施し、基礎地盤を含む盛土の安定性を確保する。 

② 間隙水圧を考慮した安定計算を標準とする。 

③ 液状化判定等を実施する。 

④ 大規模な盛土（盛土量 50，000m3 超）は、二次元の安定計算に加え、三次元の 

  変形解析や浸透流解析等により多角的な検証を行うことが望ましい。 

 

次ページに続く 
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技
術
的
基
準 

３）のり面処理 

① のり面の下部については、湧水等を確認するとともに、その影響を十分に検討し、 

  必要に応じて、擁壁等の構造物を検討すること。 

② のり面は、必ず植生等によって処理するものとし、裸地で残さないこと。 

③ のり面の末端が流水に接触する場合には、のり面は、盛土の高さにかかわらず、 

  豪雨時に想定される水位に対し十分安全を確保できる高さまで構造物で処理しなけれ   

  ばならない。 

４）排水施設 

① 盛土を行う土地に流入する渓流等の流水は、盛土内に浸透しないように、原則として開

水路によって処理し、地山からの湧水のみ暗渠排水工にて処理すること。 

② 渓流を埋め立てる場合には、本川、支川を問わず在来の渓床に必ず暗渠排水工を設ける

こと。 

 

解
説 

 

① 盛土の安定計算等については、盛土等防災マニュアル 「Ⅴ・3・2 盛土のり面の安定性の

検討」に従うこと。 

② 安定計算式及び諸条件については、盛土等防災マニュアルの解説を参照すること。 

③ 特に盛土内への地下水の浸入は盛土の不安定化を招く大きな要因であり、排水施設の

検討にあたっては、本基準のほか、盛土等防災マニュアル「Ⅴ.2 排水施設等」、「Ⅶ のり

面保護工及びその他の地表面の措置」、「Ⅻ 治水・排水対策」を参照して十分な検討を行

うこと。 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅴ・5 渓流等における盛土の基本的な考え方 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.218～219、pp.222～241 
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2.7 盛土の施工上の留意事項 

技
術
的
基
準 

盛土の施工に当たっては、次の各事項に留意すること。なお、具体的な施工にあたっては、福

井県土木工事共通仕様書、土木工事施工管理基準等を参考に行うこと。 

1） 原地盤の処理 

① 盛土の基礎となる原地盤の状態は、現場によって様々であるので、現地踏査、土質調査

等により原地盤の適切な把握を行うこと。 

② 調査の結果、軟弱地盤として対策工が必要な場合は、「Ⅹ 軟弱地盤対策」により適切に

処理すること。 

③ 山地・森林における複雑性・脆弱性が懸念される地盤の場合には、脆弱な地盤を排除す

る等、適切に基盤面を処理すること。 

④ 渓流等の湧水や地下水が懸念される地盤の場合には、「Ⅴ･５ 渓流等における盛土の

基本的な考え方」により適切に処理すること。 

⑤ 普通地盤の場合には盛土完成後の有害な沈下を防ぎ、盛土と基礎地盤のなじみをよく

したり、初期の盛土作業を円滑にしたりするために次のような原地盤の処理を行うもの

とする。 

 ⚫ 伐開除根を行う。 

 ⚫ 暗渠排水工及び基盤排水層を単独又はあわせて設置し排水を図る。 

 ⚫ 極端な凹凸及び段差はできるだけ平坦にかき均す。 

⑥ 既設の盛土に新しく腹付けして盛土を行う場合にも同様な配慮が必要であるほか、既

設の盛土の安定に関しても十分な注意を払うことが必要である。 

2） 傾斜地盤上の盛土 

① 盛土基礎地盤の表土は十分に除去するとともに、勾配が 15 度（約 1：4.0）程度以上の

傾斜地盤上に盛土を行う場合には、盛土の滑動及び沈下が生じないように、原則として

段切りを行うこと。 

② 谷地形等で地下水位が高くなる箇所における傾斜地盤上の盛土では、勾配にかかわら

ず段切りを行うことが望ましい。 

3） 盛土材料 

① 盛土材料の搬入に当たっては、土質、含水比等の盛土材料の性質が計画と逸脱してい

ないこと等、盛土材料として適切か確認すること。 

② 切土からの流用土又は付近の土取場からの採取土を使用する場合には、これらの現地

発生材の性質を十分把握するとともに、次のような点を踏まえて適切な対策を行い、品

質の良い盛土を築造すること。 
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術
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⚫ 岩塊、玉石等を多量に含む材料は、盛土下部に用いる等、使用する場所に注意す

る。 

 
⚫ 頁岩、泥岩等のスレーキングしやすい材料は用いないことを原則とするが、やむを

得ず使用する場合は、その影響及び対策を十分検討する。 

 ⚫ 吸水性、圧縮性が高い腐植土等の材料を含まないようにする。 

 
⚫ 高含水比粘性土については、5)に述べる含水量調節及び安定処理により入念に施

工する。 

 
⚫ 比較的細砂で粒径のそろった砂は、地下水が存在する場合に液状化するおそれが

あるので、十分な注意が必要である。 

 
⚫ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の他法令の規制に照らして盛土材料として

の使用が適当ではない物質を含まないようにすること。 

4） 敷均し 

① 盛土の施工に当たっては、１回の敷均し厚さ（まき出し厚さ）をおおむね 0.30 メートル

以下に設定し、均等かつ所定の厚さ以内に敷均すこと。 

5） 含水量調節及び安定処理 

① 盛土の締固めは、盛土材料の最適含水比付近で施工することが望ましいので、実際の含

水比がこれと著しく異なる場合には、曝気又は散水を行って、その含水量を調節するこ

と。 

② 盛土材料の品質によっては、盛土の締固めに先立ち、化学的な安定処理等を行うこと。 

6） 締固め 

① 盛土の締固めに当たっては、所定の品質の盛土を仕上げるため、盛土材料、工法等に応

じた適切な締固めを行うこと。 

② 特に盛土と切土の接合部は、地盤支持力が不連続になったり、盛土部に湧水、浸透水等

が集まり盛土が軟化して完成後仕上げ面に段違いを生じたり、地震時には滑り面になっ

たりするおそれもあることから、十分な締固めを行うこと。 

7） 防災小堤 

① 盛土施工中の造成面ののり肩には、造成面からのり面への地表水の流下を防止するた

め、必要に応じて、防災小堤を設置する。 

解
説 

盛土材料として、建設発生土や建設汚泥を利用する場合については、以下を参考にすること。 

 「発生土利用基準について」 

   平成 18 年 8 月 10 日国管技第 112 号・国官総第 309 号・国営計第 59 号、一部加筆修正 

 「建設汚泥処理土利用技術基準」 

   国官技第 50 号、国官総第 137 号、国営計第 41 号、平成 18 年 6 月 12 日 
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解
説 

次に発生土の用途基準について示す。 

表 2.7.1 建設発生土の土質区分基準 

引用：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.292、表－① 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1) 国土交通省令(建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準と

なるべき事項を定める省令〔平成 13 年 3 月 29 日国交令 59〕、建設業に属する事

業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべ

き事項を定める省令〔平成 13 年 3 月 29 日国交令 60〕)においては区分として第 1

種～第 4 種建設発生土が規定されている。 

*2) この土質区分基準は工学的判断に基づく基準であり、発生土が産業廃棄物であるか否

かを決めるものではない。 

*3) 表中の第 1 種～第 4 種改良土は、土（泥土を含む）にセメントや石灰を混合し化学的

に安定処理を施したものである。例えば第 3 種改良土は、第 4 種建設発生土または

泥土に安定処理を施し、コーン指数 400kN/㎡以上の性状に改良したものである。 

*4) 含水比低下、粒度調整などの物理的な処理や高分子系や無機材料による水分の土中

への固定を主目的とした改良材による土質改良を行った場合は、改良土に分類されな

いため、処理後の性状に応じて改良土以外の細区分に分類する。 
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解
説 

*5) 所定の方法でモールドに締め固めた試料に対し、コーンペネトロメーターで測定したコ

ーン指数(表 2.7.6 参照)。 

*6) 計画段階（掘削前）において発生土の区分を行う必要があり、コーン指数を求めるため

に必要な試料を得られない場合には、土質材料の工学的分類体系（(社)地盤工学会）

と備考欄の含水比（地山）、掘削方法から概略の区分を選定し、掘削後所定の方法でコ

ーン指数を測定して区分を決定する。 

*7) 土質材料の工学的分類体系における最大粒径は 75mm と定められているが、それ以

上の粒径を含むものについても本基準を参照して区分し、適切に利用する。 

*8) 砂及び礫と同等の品質が確保できているもの。 

*9) 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するものは廃棄物処理

法の対象となる廃棄物ではない。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行につ

いて」昭和 46 年 10 月 16 日環整 43 厚生省通知） 

 

地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外である。

（「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」平成 13 年 6 月 1 日環廃産

276 環境省通知） 

 

建設汚泥に該当するものについては、廃棄物処理法に定められた手続きにより利用が

可能となり、その場合「建設汚泥処理土利用技術基準」(国官技第 50 号、国官総第

137 号、国営計第 41 号、平成 18 年 6 月 12 日）を適用するものとする。 

 

表 2.7.2 土質区分判定のための調査試験方法 

引用：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.292、表-② 
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解
説 

表 2.7.3 建設発生土等の適用用途基準(1) 

引用：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.294、表－③ 
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表 2.7.4 建設発生土等の適用用途基準(2) 

引用：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.295、表－③ 
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表 2.7.5 建設発生土等の適用用途基準(3) 

引用：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.296、表－③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［評価］ 

◎：そのままで使用が可能なもの。留意事項に使用時の注意を示した。 

○：適切な土質改良（含水比低、粒度調整、機能付加・補強、安定処理等）を行えば使用可能な 

もの。 

△：評価が○のものと比較して、土質改良にコスト及び時問がより必要なもの。 

×：良質土との混合などを行わない限り土質改良を行っても使用が不適なもの。 
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[土質改良の定義] 

含水比低下： 水切り、天日乾燥、水位低下掘削等を用いて、含水比の低下を図ること

により利用可能となるもの。 

粒度調整： 利用場所や目的によっては細粒分あるいは粗粒分の付加やふるい選別

を行うことで利用可能となるもの。 

機能付加・補強： 固化材、水や軽量材等を混合することにより発生土に流動性、軽量性な

どの付加価値をつけることや補強材等による発生土の補強を行うこと

により利用可能となるもの。 

安定処理等： セメントや石灰による化学的安定処理と高分子系や無機材料による水

分の土中への固定を主目的とした改良材による土質改良を行うことに

より利用可能となるもの。 

［留意事項］ 

最大粒径注意： 利用用途先の材料の最大粒径、または一層の仕上り厚さが規定されて

いるもの。 

細粒分含有率注意： 利用用途先の材料の細粒分含有率の範囲が規定されているもの。 

礫混入率注意： 利用用途先の材料の礫混入率が規定されているもの。 

粒度分布注意： 液状化や土粒子の流出などの点で問題があり、利用場所や目的によっ

ては粒度分布に注意を要するもの。 

透水性注意： 透水性が高く、難透水性が要求される部位への利用は適さないもの。 

表層利用注意： 表面への露出により植生や築造等に影響を及ぼすおそれのあるもの。 

施工機械の選定注意： 過転圧などの点で問題があり、締固め等の施工機械の接地圧に注意を

要するもの。 

淡水域利用注意： 淡水域に利用する場合、水域の pH が上昇する可能性があり、注意を要

するもの。 

［備考］ 

本表に例示のない適用用途に発生土を使用する場合は、本表に例示された適用用途の中で

類似するものを準用する。 

※1 建築物の埋戻し：一定の強度が必要な埋戻しの場合は、工作物の埋戻しを準用する。 

※2 水面埋立て：水面上へ土砂等が出た後については、利用目的別の留意点（地盤改良、締固

め等）を別途考慮するものとする。 
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表 2.7.6 コーン指数（qc）の測定方法 

引用：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.296、表-④ 
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2.8 切土のり面 （政令 7-2-3） 

 

【政令】 （地盤について講ずる措置に関する技術的基準）  

第七条 

１ 略 

２ 前項に定めるもののほか、法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち盛土又は切土を

した後の地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。  

一・二 略 

三 切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないよう、地滑り抑止ぐい等の設置、 

土の置換えその他の措置を講ずること。 

（1） 切土のり面の勾配 

技
術
的
基
準 

１） 切土のり面の勾配は、のり高、のり面の土質等に応じて適切に設定し、原則として擁壁 

  もしくは崖面崩壊防止施設で覆うこと。 

２） 以下に示すのり面は擁壁等の設置を要しない。 

 

表 2.8.1 切土のり面の勾配（擁壁等の設置を要しない場合） 

のり高 

のり面の土質 

崖の上端からの垂直距離 

① H≦5m ② H＞5m 

軟岩 

（風化の著しいものは除く） 

80 度 以下 

（約 1：0.2） 

60 度 以下 

（約 1：0.6） 

風化の著しい岩 
50 度 以下 

（約 1：0.9） 

40 度 以下 

（約 1：1.2） 

砂利、まさ土、関東ローム、硬質粘

土、その他これらに類するもの 

45 度 以下 

（約 1：1.0） 

35 度 以下 

（約 1：1.5） 
 

3) 次のような場合には、切土のり面の検討を十分に行った上で勾配を決定すること。 

① のり高が特に大きい場合 

② のり面が割れ目の多い岩、流れ盤、風化の速い岩、侵食に弱い土質、崩積土等である場

合 

③ のり面に湧水等が多い場合 

④ のり面または崖の上端に続く地盤面に雨水が浸透しやすい場合 
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4） 切土をした後の地盤に、滑りやすい土層があると想定される場合には、以下の措置を 

  講ずること。 

① 滑りやすい層に地滑り抑止ぐい等を設置するなど滑り面の抵抗力を増大させる措置 

② 粘土質等の滑りの原因となる層を砂等の良質土と置き換える措置 

③ 地盤面からの雨水その他の地表水の浸透を防ぐため地盤面を不透水性の材料で覆う措

置 

解
説 

 切土をした後の地盤において、滑りやすい地盤とは以下の 2 つの場合が考えられる。 

1) 層と層の境界で滑りやすい地盤 

 斜面と同じ方向に傾斜した地層（流れ盤）に粘土層がはさまれている場合や、岩盤で

あっても風化粘土や断層粘土が斜面と同じ方向に傾斜している場合、地盤面から浸透

した水は、粘土層が不透水層となり、この層の上面に沿って流下する。このときこの粘

土層に沿って滑りが生ずるおそれがある。 

 また、岩盤の割れ目が斜面と同じ方向に傾斜している場合も割れ目の面に沿って滑り

やすいので注意が必要である。 

  

 

 

 

 

 

図 2.8.1 層と層とが滑りやすい地盤 

 

２） 円弧滑りが生じやすい地盤 

 崖を生じた地盤が単一の粘土層である場合や、崖の下部に粘土層があれば、その粘

土層がすべり面となり円弧滑りを生ずるおそれがある。 

  

 

 

 

 

図 2.8.2 円弧滑りが生じやすい地盤 
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解
説 

円弧滑りは、崖面の高さ、勾配、土質などによって異なるが、通常、崩壊の起こる位置によっ

て次の 3 つに分けられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.8.3 斜面崩壊の種類 

引用：東京都都市整備局、盛土規制に係わる手引き、03 設計編、p.71、図 3-8 

 

（2） 切土のり面の安定性の検討 

技
術
的
基
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切土のり面の安定性の検討に当たっては、次の事項を総合的に検討した上で、のり面の安定

性を確保するよう配慮すること。 

1） のり高が特に大きい場合 

 のり高が特に大きい場合には、地山の状況に応じて以下の 2)～7)の各事項につい

て検討を加え、できれば余裕のあるのり面勾配にする等、のり面の安定化を図るよう配

慮すること。 

 

表 2.8.2 特に注意を要する切土の例(1) 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.309、表Ⅵ･2-1、一部加工 

種類 模式図 代表地質等 のり面安定の問題点及び留意事項 

の
り
高
が
特
に
大
き
い
場
合 

 

のり高 15m
を超えるも
の 

切土する地山は一般的に複雑な地層構成をなしている場合が多
く、切土のり面ののり高が大きくなるに伴い、のり面が不安定にな
る要素が多くなる。このような場合には、まず地山を土砂、軟岩、
硬岩に区分して、それぞれに応じた勾配で切土をするのが一般的で
ある。特にのり高の大きいのり面は、万一崩壊した場合大災害とな
ることがあり、十分な検討を要する。 
また切土の施工が進行してからの変更（切直し）は経済的にも施

工的にも不利な面が多いため、詳細な調査と余裕のある設計を行う
必要がある。さらに、行き届いた安全管理体制のもとに施工するこ
とも大切である。 
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2） のり面が割れ目の多い岩又は流れ盤である場合 

 割れ目の発達程度、岩の破砕の度合、地層の傾斜等について調査・検討を行い、周辺

の既設のり面の施工実績等も勘案の上、のり面の勾配を決定すること。特に、のり面が

流れ盤の場合には、滑りに対して十分留意し、のり面の勾配を決定すること。 

 

表 2.8.3 特に注意を要する切土の例(2) 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.310、表Ⅵ･2-1、一部加工 

種類 模式図 代表地質等 のり面安定の問題点及び留意事項 

の
り
面
が
割
れ
目
の
多
い
岩
や
流
れ
盤
で
あ
る
場
合 

 

片岩 

 

チャート 

 

粘板岩 

 

蛇紋岩 

 

安山岩 

 

花こう岩 

 地質的構造運動を受けた断層破砕帯、冷却時の収縮によっ

てできた柱状節理、板状節理など岩盤には多くの弱線が発達

しており、これらの割れ目から崩壊することが多い。のり面勾

配は、弾性波探査の伝播速度や亀裂係数をもとに検討するほ

か、周辺の既設のり面の割れ目や岩質を参考にして総合的に

判断する必要がある。 

 火成岩に発達した柱状節理、板状節理など、一定方向に規則

性を持った割れ目が発達している場合で、この割れ目の傾斜

の方向とのり面の傾斜の方向が同じ方向となった場合、流れ

盤となり崩壊が起こることがある。 

 一般に流れ盤の場合で、全直高が 10m以上あるのり面では、

急な子勾配は採用しない方がよい。 

 

3） のり面が風化の速い岩である場合 

 のり面が風化の速い岩からなる場合は、のり面保護工により風化を抑制する等の配

慮をすること。 

 

表 2.8.4 特に注意を要する切土の例(3) 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.310、表Ⅵ･2-1、一部加工 

種類 模式図 代表地質等 のり面安定の問題点及び留意事項 

の
り
面
が
風
化
の
速
い
岩
で
あ
る
場
合 

 

新第三紀の 

泥岩 

頁岩 

凝灰岩 

蛇紋岩 

のり面が新第三紀の泥岩等風化の速い岩である場合には、

風化をできるだけ抑制するためのり面保護工でのり面を保護

するなどの配慮が必要である。 

 

次ページに続く 
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4） のり面が侵食に弱い土質である場合 

 砂質土からなるのり面は、表面流水による侵食に特に弱く、落石、崩壊及び土砂の流

出が生じる場合が多いので、地山の固結度及び粒度に応じた適切なのり面勾配とする

とともに、のり面全体の排水等に十分配慮すること。 

 

表 2.8.5 特に注意を要する切土の例(4) 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.310、表Ⅵ･2-1、一部加工 

種類 模式図 代表地質等 のり面安定の問題点及び留意事項 

の
り
面
が
侵
食
に
弱
い
土
質
で
あ
る
場
合 

 

まさ土 

しらす 

山砂 

砂礫層 

主として砂質土からなるのり面は、表面流水による浸食やガリー

侵食に特に弱く、落石や崩壊、土砂流出が起こることが多い。 

このため、「Ⅶ のり面保護工及びその他の地盤面の措置」を参

考に侵食対策を行う必要がある。 

このような土質ののり面勾配を決定する際には、ボーリング調査

結果（N 値等）、近隣の既設のり面の土質強度、土質試験による砂、

シルト分の含有量や近隣の既設のり面での侵食程度を考慮するこ

とが大切である。 

 

5） のり面が崩積土等である場合 

 崖すい等の固結度の低い崩積土からなる地山において、自然状態よりも急な勾配で

切土をした場合には、のり面が不安定となって崩壊が発生するおそれがあるので、安定

性の検討を十分に行い、適切なのり面勾配を設定すること。 

 

表 2.8.6 特に注意を要する切土の例(5) 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.310、表Ⅵ･2-1、一部加工 

種類 模式図 代表地質等 のり面安定の問題点及び留意事項 

の
り
面
が
崩
積
土
等
で
あ
る
場
合 

 

崖すい 

強風化斜面 

崩壊跡地 

崖すい等の固結土の低い崩積土堆積物からなる地山において

は、自然状態での勾配が、その地山の安定勾配となっていること

が多く、そのような箇所を地山より急な勾配で切土するとのり面

が不安定となり、崩壊が発生することがある。 

 このような箇所においては、ボーリング調査結果から地下水位

及び N 値等、また土質試験結果から粒度分布、ボーリングや弾性

波探査及び現地踏査結果から基盤線の形状などを的確に把握し

て、のり面の安定性を十分に検討する必要がある。 

 

次ページに続く 
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6） のり面に湧水等が多い場合 

 湧水の多い箇所又は地下水位の高い箇所を切土する場合には、のり面が不安定にな

りやすいので、のり面勾配を緩くし、湧水の軽減及び地下水位の低下のためののり面排

水工を検討すること。 

 

表 2.8.7 特に注意を要する切土の例(6) 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.311、表Ⅵ･2-1、一部加工 

種類 模式図 代表地質等 のり面安定の問題点及び留意事項 

の
り
面
に
湧
水
等
が
多
い
場
合 

 

岩盤上に崩

積土、砂礫、

火山灰土等

が厚く堆積

している場

合 

雨水等が浸透しやすいのり面は、地下水の通る水みちの拡大、

浸透水の集中、水みち沿いの地盤強度の低下、湧水点付近の洗堀

及びガリー侵食等から崩壊が起こりやすい。 

 したがって、切土の際にはのり面勾配を緩くしたり、地下水排

除工を検討したりすることが必要である。 

 

 

7） のり面又は崖の上端に続く地盤面に雨水が浸透しやすい場合 

 切土によるのり面又は崖の上端に続く地盤面に砂層、礫層等の透水性が高い地層又

は破砕帯が露出するような場合には、切土後に雨水が浸透しやすくなり、崩壊の危険性

が高くなるので、のり面を不透水性材料で覆う等の浸透防止対策を検討すること。 

 

表 2.8.8 特に注意を要する切土の例(7) 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.311、表Ⅵ･2-1、一部加工 

種類 模式図 代表地質等 のり面安定の問題点及び留意事項 

の
り
面
及
び
崖
の
上
端
面
に

雨
水
が
浸
透
し
や
す
い
場
合 

 

破砕帯や礫

層、砂層の

上に風化地

質の層や粘

土層が存在

する場合 

風化地質の層や粘土層を切土した際に、のり面からの湧水が認

められるような場合には、豪雨や長雨に際してパイピングなどに

よるのり面の崩壊が生じやすくなるので、地表を不透水性材料で

覆うなどの浸透防止対策を検討する必要がある。 
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1:
1.
5

1:
1.
5

1:
1.
5

軟岩

(a)単一勾配ののり面の例

崖錐（砂利）

1:
1.
5

1:
1.
2

1:
0.
6

崖錐（砂利）

風化の著しい岩

軟岩

(b)土質・岩質により勾配を変化させたのり面の例

H＝20m

H＝15m

H＝10m

H＝5m

点検・補修用の小段

W=1.5m以上

W=1.5m以上

W=1.5m以上

W=3m以上

（3） 切土のり面の標準形状 

技
術
的
基
準 

１） 切土のり面の形状には、単一勾配ののり面及び土質により勾配を変化させたのり面が 

  あり、その採用に当たっては、のり面の土質状況を十分に勘案し適切な形状にすること。 

2) 切土高 5m ごとに幅 1.5m 以上の小段を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.8.4 地山状態とのり面形状 

参考：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.313、図Ⅵ･3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.8.5 小段の設置例 

参考：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.314、図Ⅵ･3-2 

 

同一のり面内で土質が変わ

る場合は、のり面勾配の緩

い方にあわせること 

のり高 5m ごとに幅 1.5m 以上の
小段を設置。のり高 15m ごとに点
検・補修用の幅広小段を設置する 
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  のり面保護工及びその他の地表面の措置については、「6.崖面及びその他の地表面に関する 

 技術的基準」を参照すること。 

 

  のり面排水工（表面排水工）については、「7.排水施設に関する技術的基準」を参照すること。 

 

 

（4） のり面保護工及びその他の地表面の措置 

（5） のり面排水工 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅵ 切土 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.173～209、pp.306～334 
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3.擁壁の設置に関する技術的基準 
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3.1 擁壁の設置義務 （政令 8-1-1） 

【政令】 （擁壁の設置に関する技術的基準） 

第八条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次に掲げ

るものとする。  

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。）をした土地の部分に生ずる崖面で次に

掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。  

イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であって、その土質が別表第一上欄に掲げるものに該当し、か

つ、次のいずれかに該当するものの崖面  

（１） その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度以下のもの  

（２） その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のもの（その上端から下方に

垂直距離五メートル以内の部分に限る。）  

ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つために擁壁の設置が必要で

ないことが確かめられた崖面  

ハ 第十四条第一号の規定により崖面崩壊防止施設が設置された崖面  

二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のものとすること。  

２ 前項第一号イ（１）に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場合における同号イ（２）の規定の適用につ

いては、同号イ（１）に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす。  

 

             別表第一 

 

土質 
擁壁を要しない

勾配の上限 

擁壁を要する 

勾配の下限 

軟岩（風化の著しいものを除く。） 60度 80度 

風化の著しい岩 40度 50度 

砂利、真砂土、関東ローム、 

硬質粘土その他これらに類するもの 
35度 45度 
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 次のような「崖」が生じた場合には、崖面の崩壊を防ぐため、原則としてその崖面を擁壁で覆わ

なければならない。 

① 盛土をした土地の部分に生ずる高さが 1m を超える「崖」 

② 切土をした土地の部分に生ずる高さが 2m を超える「崖」 

③ 盛土と切土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが 2m を超える「崖」 

解
説 

１） 崖の範囲 

① 崖及び崖面の定義 

 ここにいう「崖」とは、地表面が水平に対して 30 度を超える角度をなす土地で、硬岩盤（風化

の著しいものを除く。）以外の地盤条件のものをいい、「崖面」とはその地表面をいう。 

② 崖の勾配 

 崖面の水平面に対する角度を崖の勾配とする。 

2) 擁壁の設置を要しない場合 

① 切土により生じた崖面の一部 

 切土により生じた崖面であって、土質に応じ崖の勾配が表 3.1.1 に示すいずれかに該当する

場合は、擁壁の設置は不要となる。崖面の勾配が変化する場合の考え方を図 3.1.1 に示す。 

表 3.1.1 擁壁設置不要となる崖面（切土のり面に限る） 

  のり高 

のり面の土質 

崖の上端からの垂直距離 

① H≦５m ② H＞５ｍ 

軟岩 

（風化の著しいものを除く） 

 

 

 

80°以下（約 1：0.2） 60°以下（約 1：0.5） 

風化の著しい岩 

 

 

 

50°以下（約 1：0.9） 40°以下（約 1：1.2） 

砂利、真砂土、関東ローム、

硬質粘土、その他これらに

類するもの 

 

 

 

45°以下（約 1:1.0） 35°以下（約 1：1.5） 

 

次ページに続く 
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解
説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.1 擁壁を要しない崖又は崖の部分 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.307、図Ⅵ･1-1 

 

② 安定計算により擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面 

 （都市計画法施工規則第 23 条第 3 項） 

③ 崖面崩壊防止施設が設置された崖面 

 対象の崖面において、基礎地盤の支持力が小さく擁壁設置後に壁体に変状が生じてその機能

および性能の維持が困難となる場合や、地下水や浸透水等を排除する必要がある場合等、擁壁

の適用に問題がある場合、擁壁に代えて、崖面崩壊防止施設を適用する。 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅷ・1 擁壁の基本的な考え方 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.306～307、pp.412～414  
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3.2 擁壁の種類及び選定 （政令 8-1-2，17） 

 

【政令】 （擁壁の設置に関する技術的基準） 

第八条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次に掲げ

るものとする。 

一 略 

二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のものとすること。  

２ 略 

（特殊の材料又は構法による擁壁）  

第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通

大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。  

技
術
的
基
準 

  設置する擁壁の構造形式が、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、練積み造又は認定擁

壁(※)のいずれかに該当すること。 

解
説 

 

盛土又は切土に関する工事において、擁壁として使用できるものは、図 3.2.1 に示すとおり

である。なお、盛土規制法において、擁壁の高さとは地上高（見え高）のことを指す。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1 擁壁の種類 

出典：建築基礎構造設計指針 (一社)日本建築学会、令和元年 11 月、p.343、図 9.2.1 を一部加工 

 

次ページに続く 
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解
説 

※認定擁壁：政令第 17 条の規定に基づき国土交通大臣が認めた擁壁のこと 

   大臣認定擁壁の認定状況一覧（国土交通省 HP）  

URL：https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000060.html  

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅷ・2 擁壁の種類及び選定 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.420～422 

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000060.html
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3.3 擁壁の基礎地盤 （政令 9-1-4，9-2-4，9-3-2，１０‐１‐４） 

 

【政令】 

（鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造）  

第九条 前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によって次の各号いずれ

にも該当することを確かめたものでなければならない。  

 一 略 

 二 略 

 三 略 

四 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。  

２ 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。  

 一 略 

 二 略 

 三 略 

四 土圧等によって擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えないことを確かめること。 ただし、基礎ぐい

を用いた場合においては、土圧等によって基礎ぐいに生ずる応力が基礎ぐいの許容支持力を超えないことを確かめるこ

と。  

３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。  

一 略 

二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、建築基準法施行令（昭和二十五

年政令第三百三十八号）第九十条（表一を除く。）、第九十一条、第九十三条及び第九十四条中長期に生ずる力に対する許

容応力度及び許容支持力に関する部分の例により計算された数値  

（練積み造の擁壁の構造）  

第十条 第八条第一項第二号の間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところによらなければならな

い。  

 一 略 

 二 略 

 三 略 

 四 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁の設置される地盤の 土質が、別表第

四上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは擁壁の高さの百分の十五（その値が三十五センチメートルに満たない

ときは、三十五センチメートル）以上、その他のものであるときは擁壁の高さの百分の二十（その値が四十五センチメートルに満

たないときは、四十五センチメートル）以上とし、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁壁の

滑り及び沈下に対して安全である基礎を設けること。 



３．擁壁の設置に関する技術的基準 

51 

 

 

【建築基準法施工令】 (地盤及び基礎ぐい) 

第九十三条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その

結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それ

ぞれ次の表の数値によることができる。  

地盤  
長期に生ずる力に対する許容応力度  

（単位  ｋN/m2）  

短期に生ずる力に対する許容応力度 

（単位  kN/m2）  

岩盤 一、〇〇〇 

長期に生ずる力に対する許容応力 

度のそれぞれの数値の二倍とする。  

固結した砂 五〇〇 

土丹盤 三〇〇 

密実な礫層 三〇〇 

密実な砂質地盤 二〇〇 

砂質地盤（地震時に液状化のお

それのないものに限る。） 
五〇 

堅い粘土質地盤 一〇〇 

粘土質地盤 二〇 

堅いローム層 一〇〇 

ローム層 五〇 

 

 

 【国交省告示第 1113 号】 

地盤の許容応力度及び基礎食いの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度

及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件（平成 13 年 7 月 2 日）  

告示全文は略 
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(1) 地盤の許容応力度 

技
術
的
基
準 

擁壁基礎地盤の許容応力度が設計上の許容応力度を上回ること。 

解
説 

  

 地盤の許容応力度は、政令第 9 条第 3 項第 2 号より、建築基準法施工令第 93 条に基づい

て定めた値を採用することとされている。 

 建築基準法施工令第 93 条では、国土交通大臣が定める方法（国交省告示第 1113 号）によ

る地盤調査により求めるか、表 3.3.1 に示す地盤の許容応力度を用いることとされている。 

 国交省告示第 1113 号では地盤の許容応力度は、以下の方法により求めることとされてい

る。 

① 支持力式による方法  

② 平板載荷試験による方法  

③ スウェーデン式サウンディングによる方法 

 なお、都市計画法の開発許可にあたっては、地盤の許容応力度（又は許容支持力度）は、地盤

調査結果に基づいて算出することを原則としているため、留意すること。 この地盤調査結果を

受けて擁壁 5m 以下の工事の場合は、建築基準法施行令第 93 条の表に示す値を使用するこ

とができる。 

表 3.3.1 地盤の許容応力度（建築基準法施行令第 93 条、一部加筆修正） 

地盤 長期許容応力度（kN/m2） 短期許容応力度（kN/m2） 

岩盤 1,000 

長期許容応力度のそれぞれ

の数値の 2 倍 

固結した砂 500 

土丹盤 300 

密実な礫層 300 

密実な砂質地盤 200 

砂質地盤（地震時に液状化の

おそれのないものに限る。） 
50 

堅い粘土質地盤 100 

粘土質地盤 20 

堅いローム層 100 

ローム層 50 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.436、表Ⅷ･3-4 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅷ・3 擁壁の設計及び施工 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、p.429、pp.436～440 
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（2） 地盤の状況 

技
術
的
基
準 

技
術
的
基
準 

１） 擁壁の基礎が沈下に対して安全な状態であること。具体的には、斜面上に設置する擁壁、二

段擁壁に関し、以下の基準を満足すること。 

① 斜面に沿って設置する擁壁 

斜面に沿って擁壁を設置する場合は、擁壁基礎部分は段切りにより水平に設置すること。 

② 斜面上に設置する擁壁 

 斜面上に擁壁を設置する場合には、図 3.3.1 のように擁壁基礎前端より擁壁の高さの 0.4

Ｈ以上で、かつ 1.5m 以上だけ土質に応じた勾配線（θ＝表 3.3.2）より後退し、その部分は、

コンクリート打ち等により風化侵食のおそれのないようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.1 斜面の擁壁の構造 

参考：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.468、図Ⅷ・3-24 の一部修正加筆 

 

表 3.3.2 土質別角度(θ) 

背面

土質  
軟岩  

風化の 

著しい岩 

砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土

その他これらに類するもの  
盛土又は腐植土  

角度

(θ)  
60°  40°  35°  25°  

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.468、表Ⅷ･3-24 

 

２） 二段擁壁 

図 3.3.2 に示す擁壁で ①表 3.3.2 のθ角度以内に入っていない、又は②0.4Ｈ以上かつ 

1.5m 以上の離隔がとれていないものは、二段擁壁とみなす。 

次ページに続く 
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技
術
的
基
準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.2 上部・下部擁壁を近接して設置する場合の考え方 

参考：「構造図集 擁壁」（(公社)日本建築士連合会、平成 28 年 9 月、一部加筆修正） 

 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅷ・3 擁壁の設計及び施工 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、p.462、pp.468～469 
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3.4 擁壁の根入れ （政令１０‐１‐４） 

【政令】  （練積み造の擁壁の構造） 

第十条  第八条第一項第二号の間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところによらなければならな

い。  

一～三 略 

四 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁の設置される地盤の土質が、別表第

四上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは擁壁の高さの百分の十五（その値が三十五センチメートルに満たな

いときは、三十五センチメートル）以上、その他のものであるときは擁壁の高さの百分の二十（その値が四十五センチメートル

に満たないときは、四十五センチメートル）以上とし、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁

壁の滑り及び沈下に対して安全である基礎を設けること 

 

土質 
擁壁 

勾配 高さ 下端部分の厚さ 

第
一
種 

岩、岩屑、

砂利又は砂

利混じり砂 

七十度を超え

七十五度以下 

二メートル以下 四十センチメートル以上 

二メートルを超え三メートル以下 五十センチメートル以上 

六十五度を超

え七十度以下 

二メートル以下 四十センチメートル以上 

二メートルを超え三メートル以下 四十五センチメートル以上 

三メートルを超え四メートル以下 五十センチメートル以上 

六十五度以下 

三メートル以下 四十センチメートル以上 

三メートルを超え四メートル以下 四十五センチメートル以上 

四メートルを超え五メートル以下 六十センチメートル以上 

第
二
種 

真砂土、関

東ローム、

硬質粘土そ

の他これら

に類するも

の  

七十度を超え

七十五度以下  

二メートル以下  五十センチメートル以上  

二メートルを超え三メートル以下  七十センチメートル以上  

六十五度を超

え七十度以下  

二メートル以下  四十五センチメートル以上  

二メートルを超え三メートル以下  六十センチメートル以上  

三メートルを超え四メートル以下  七十五センチメートル以上  

六十五度以下  

二メートル以下  四十センチメートル以上  

二メートルを超え三メートル以下  五十センチメートル以上  

三メートルを超え四メートル以下  六十五センチメートル以上  

四メートルを超え五メートル以下  八十センチメートル以上  

 

次ページに続く 
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土質 
擁壁 

勾配 高さ 下端部分の厚さ 

第
三
種 

その他

の土質 

七十度を超え

七十五度以下  

二メートル以下  八十五センチメートル以上  

二メートルを超え三メートル以下  九十センチメートル以上  

六十五度を超

え七十度以下  

二メートル以下  七十五センチメートル以上  

二メートルを超え三メートル以下  八十五センチメートル以上  

三メートルを超え四メートル以下  百五センチメートル以上  

六十五度以下  

二メートル以下  七十センチメートル以上  

二メートルを超え三メートル以下  八十センチメートル以上  

三メートルを超え四メートル以下  九十五センチメートル以上  

四メートルを超え五メートル以下  百二十センチメートル以上  

 

（１） 練積み擁壁 

技
術
的
基
準 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

１） 一般の場合 

 擁壁の根入れは、地盤の土質に応じ以下を確保すること。 

第一種  35cm 以上かつ地上高(見え高)の 15％以上 

第二種  35cm 以上かつ地上高(見え高)の 15％以上 

第三種  45cm 以上かつ地上高(見え高)の 20％以上 

図 3.4.1 練積み擁壁の根入れ深さの考え方 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.484、図Ⅷ･3-30 

 

次ページに続く 



３．擁壁の設置に関する技術的基準 

57 

 

技
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表 3.4.1 練積み擁壁の根入れ深さ 

 

土質 根入れ深さ(m) 

第
一
種 

岩、岩屑、 

砂利又は砂 

砂利混じり砂 
擁壁高さ：H 

35cm 以上かつ擁壁高さの 15/100

以上 第
二
種 

真砂土、関東ローム 

硬質粘土その他これら

に類するもの 

第
三
種 

その他の土質 
45cm 以上かつ擁壁高さの 20/100

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.484、表Ⅷ･3-13 

 

２） その他の擁壁（鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造擁壁） 

① 根入れの深さは、基礎底盤が地表に出ないよう、また排水施設などの構造物より十分な余

裕をみて設定すること。 

② 隣接する既存の擁壁等の構造物に影響を及ぼすおそれがある時は、根入れの深さを検討

し、例えば、山留め工等適切な防護措置を講じたうえ、施工すること。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.2 盛土規制法における根入れの深さの考え方 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.445、図Ⅷ･3-11 

 

次ページに続く 
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技
術
的
基
準 

 

③ 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造擁壁の根入れは、練積み擁壁の場合に順じ、以

下のとおりとする。 

第一種  35cm 以上かつ地上高(見え高)の 15％以上 

第二種  35cm 以上かつ地上高(見え高)の 15％以上 

第三種  45cm 以上かつ地上高(見え高)の 20％以上 

 

３） 水路等に近接して擁壁を設置する場合、擁壁前面に U 字型側溝を設ける場合の根入れ 

① 水路、河川に近接して擁壁を設ける場合は、根入れ深さは河床からとるものとする。 

② 河川から一定距離の離隔が確保できる場合には、これによらないことができる。 

③ 擁壁前面に U 字型側溝を設ける場合は、地表面からの深さを根入れとする。 

 

 

 

 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅷ・3 擁壁の設計及び施工 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、p.445、pp.484～485  

図 3.4.3 水路に近接する場合の根入れ 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年

11 月、p.485、図Ⅷ･3-31、一部加工 

図 3.4.4 U 字型側溝に接する場合の根入 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年

11 月、p.485、図Ⅷ･3-32 
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3.5 擁壁の設計 （政令 9，10，11）  

 

  

（１） 共通 （政令 11） 

【政令】 （設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用） 

第十一条 第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁については、建築基準法施行令第三十六条の三から第三十九

条まで、第五十二条（第三項を除く。）、第七十二条から第七十五条まで及び第七十九条の規定を準用する。 

  

技
術
的
基
準 

政令で定める技術的基準のほか、建築基準法施行令に定める一部の規定に適合させること。 

   

（2） 鉄筋コンクリート造等擁壁 （政令 9） 

 鉄筋コンクリート造等擁壁の設計については、第 4 章に示す。 
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（３） 練積み擁壁 

【政令】（練積み造の擁壁の構造）  

第十条  第八条第一項第二号の間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところによらなければならな

い。  

一 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ（第一条第四項に規定する擁壁の前面の下端以下の擁壁の部分の厚さをいう。

別表第四において同じ。）が、崖の土質に応じ別表第四に定める基準に適合し、かつ、擁壁の上端の厚さが、擁壁の設置

される地盤の土質が、同表上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは四十センチメートル以上、その他のもの

であるときは七十センチメートル以上であること。  

二 石材その他の組積材は、控え長さを三十センチメートル以上とし、コンクリートを用いて一体の擁壁とし、かつ、その背面

に栗くり石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込めすること。  

三 前二号に定めるところによつても、崖の状況等によりはらみ出しその他の破壊のおそれがあるときは、適当な間隔に鉄筋

コンクリート造の控え壁を設ける等必要な措置を講ずること。  

四 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁の設置される地盤の土質が、別表第

四上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは擁壁の高さの百分の十五（その値が三十五センチメートルに満た

ないときは、三十五センチメートル）以上、その他のものであるときは擁壁の高さの百分の二十（その値が四十五センチメー

トルに満たないときは、四十五センチメートル）以上とし、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造

で、擁壁の滑り及び沈下に対して安全である基礎を設けること 

土質 

擁壁 

勾配 高さ 下端部分の厚さ 

第
一
種 

岩、岩屑、砂利

又は砂利混じ

り砂  

七十度を超え

七十五度以下  

二メートル以下  四十センチメートル以上  

二メートルを超え三メートル以下  五十センチメートル以上  

六十五度を超

え七十度以下  

二メートル以下  四十センチメートル以上  

二メートルを超え三メートル以下  四十五センチメートル以上  

三メートルを超え四メートル以下  五十センチメートル以上  

六十五度以下  

三メートル以下  四十センチメートル以上  

三メートルを超え四メートル以下  四十五センチメートル以上  

四メートルを超え五メートル以下  六十センチメートル以上  
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土質 

擁壁 

勾配  勾配 

第
二
種 

真砂土、関東

ローム、硬質粘

土その他これら

に類するもの 

七十度を超え七

十五度以下 

二メートル以下 五十センチメートル以上 

二メートルを超え三メートル以下 七十センチメートル以上 

六十五度を超え

七十度以下 

二メートル以下 四十五センチメートル以上 

二メートルを超え三メートル以下 六十センチメートル以上 

三メートルを超え四メートル以下 七十五センチメートル以上 

六十五度以下 

二メートル以下 四十センチメートル以上 

二メートルを超え三メートル以下 五十センチメートル以上 

三メートルを超え四メートル以下 六十五センチメートル以上 

四メートルを超え五メートル以下 八十センチメートル以上 

第
三
種 

その他の土質 

七十度を超え七

十五度以下 

二メートル以下 八十五センチメートル以上 

二メートルを超え三メートル以下 九十センチメートル以上 

六十五度を超え

七十度以下 

二メートル以下 七十五センチメートル以上 

二メートルを超え三メートル以下 八十五センチメートル以上 

三メートルを超え四メートル以下 百五センチメートル以上 

六十五度以下 

二メートル以下 七十センチメートル以上 

二メートルを超え三メートル以下 八十センチメートル以上 

三メートルを超え四メートル以下 九十五センチメートル以上 

四メートルを超え五メートル以下 百二十センチメートル以上 
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１） 練積み擁壁の構造が政令で定める構造に適合していること。 

 練積み擁壁は、その構造上の特徴から、安定計算による断面の設計は難しいため、政令で形状

が定められている。 

① 擁壁の形状が図 3.5.3 に定める形状に合致すること。  

② 組積材の控え長さが 30cm 以上であること。  

③ 組積材がコンクリートにより一体化されていること。  

④ 擁壁背面に図 3.5.3 に示す裏込めがされていること。  

⑤ 擁壁に作用する積載荷重が 5kN/m²以下であること。  

⑥ 地上高（見え高）5m を限度とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.1 政令に定める標準構造 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.482、図Ⅷ･3-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.2 裏込め材の配置 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.488、図Ⅷ･3-37 

次ページに続く 
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図 3.5.3 練積み擁壁の形状（政令別表第四を図化したもの） 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.483、表Ⅷ･3-12 

解
説 

盛土等防災マニュアル中の「その他の練積み造擁壁」とは、雑割石、野面石、玉石等のほか、コン

クリートブロック等による練積み造擁壁で、比重、強度、耐久性が間知石と同等以上のものを指

す。 
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（4） 認定擁壁 （政令 17） 

【政令】 (特殊の材料又は構法による擁壁) 

第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通

大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。 

 

【建設省告示第 1485号】 

〇宅地造成等規制法施行令の規定に基づき胴込めコンクリートを用いて充填するコンクリートブロック練積み造の擁壁の効力を

認定する件（昭和 40 年 6 月 14 日）  

宅地造成等規制法施行令(昭和三十七年政令第十七号)第十五条の規定に基づき、胴込めにコンクリートを用いて充填する

コンクリートブロック練積み造の擁壁は、次の各号に定めるところによる場合においては、同令第八条の規定による練積み造の

擁壁と同等以上の効力があると認める。  

一 コンクリートブロックの四週圧縮強度は、一平方センチメートルにつき百八十キログラム以上であること。  

二 胴込めに用いるコンクリートの四週圧縮強度は、一平方センチメートルにつき百五十キログラム以上であること。  

三 コンクリートブロックに用いるコンクリートの比重は、二・三以上であり、かつ、擁壁に用いるコンクリートブロックの重量は、

壁面一平方メートルにつき三百五十キログラム以上であること。  

四 コンクリートブロックは、相当数の使用実績を有し、かつ、構造耐力上支障のないものであり、その形状は、胴込めに用い

るコンクリートによって擁壁全体が一体性を有する構造となるものであり、かつ、その施工が容易なものであること。  

五 擁壁の壁体曲げ強度は、一平方センチメートルにつき十五キログラム以上であること。  

六 擁壁の勾配及び高さは、擁壁の背面土の内部摩擦角及びコンクリートブロックの控え長さに応じ、別表に定める基準に

適合し、かつ、擁壁上端の水平面上の載荷重は、一平方メートルにつき五百キログラムをこえていないこと。  

七 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁前面の根入れ深さは擁壁の高さの百分の二十 (その値が四十五セン

チメートルに満たないときは、四十五センチメートル)以上とし、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンク

リート造で、擁壁の滑り及び沈下に対して安全である基礎を設けること。  

八 擁壁が曲面又は折面をなす部分で必要な箇所、擁壁の背面土又は擁壁が設置される地盤の土質が著しく変化する箇

所等破壊のおそれのある箇所には、鉄筋コンクリート造の控え壁又は控え柱を設けること。  

九 擁壁の背面には、排水をよくするため、栗石、砂利等で有効に裏込めすること。 

技
術
的
基
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① 認定擁壁については、政令に基づく技術的基準の適用はない。 

② 胴込めにコンクリートを用いて充填するコンクリートブロック練積み造の擁壁については、認

定擁壁として認める基準が告示により定められている。  

③ 図面や認定擁壁の仕様書等により、設計内容が使用する擁壁の認定条件に適合する場合

は、適用できる。 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅷ・1 擁壁の基本的な考え方 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.412～419  
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【建築基準法施行令】 （擁壁） 

第百四十二条 第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁（以下この条において単に「擁壁」とい

う。）に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項の政令で定める技術的基準は、次に掲げ

る基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定

めた構造方法を用いることとする。  

  一 鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。 

  二 石造の擁壁にあってては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること。  

  三 擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他これに類するも

のを詰めること。  

  四 次項において準用する規定（第七章の八（第百三十六条の六を除く。）の規定を除く。）に適合する構造方法を用いる

こと。  

  五 その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。  

２ 擁壁については、第三十六条の三、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項及び第二項、第五十一条第一項、第六

十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条、第七十九条、第八十条（第五十一

条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。）、第八

十条の二並びに第七章の八（第百三十六条の六を除く。）の規定を準用する。 

 

 

（5） 任意設置擁壁 （政令 13） 

【政令】 (任意に設置する擁壁についての建築基準法の準用) 

第十三条 法第十二条第一項又は第十六条第一項の許可を受けなければならない宅地造成に関する工事により設置する擁

壁で高さが二メートルを超えるもの（第八条第一項第一号の規定により設置されるものを除く。）については、建築基準法施行

令第百四十二条（同令第七章の八の規定の準用に係る部分を除く。）の規定を準用する。 

技
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① 任意設置擁壁のうち、高さ 2m を超えるものについては建築基準法施行令第 142 条の

規定の準用を受ける。 

② 高さ 2m を超える任意設置擁壁は、原則として義務設置擁壁と同様に設計すること。  

③ 高さ 2m 以下の任意設置擁壁は図 3.2.1 に示すいずれかの構造形式であること。 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅷ・1 擁壁の基本的な考え方 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.412～414  
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3.6 構造細目 

(1) 一般（建築基準法施工令 36-3） 

【建築基準法施行令】 （構造設計の原則） 

第三十六条の三 建築物の構造設計に当たっては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、床、

壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その

他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとする。  

２ 構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、釣合い良く配置すべきものとする。  

３ 建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬間的破壊が生じない

ような靱性をもたすべきものとする。  

※政令第十一条及び第十三条において準用 

技
術
的
基
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１) 鉄筋コンクリート造等擁壁においては、適切に伸縮継目が設けられていること及び隅角部

の補強がされていること。  

① 伸縮継目 

⚫ 伸縮継目は次の各箇所に設け、基礎部分まで切断すること。 

⚫ 原則として、擁壁長さ 20m 以内ごと  

⚫ 地盤の変化する箇所 

⚫ 擁壁の高さが著しく異なる箇所 

⚫ 擁壁の材料・構法が異なる箇所 

２） なお、擁壁の屈曲部においては、伸縮継目の位置を隅角部から 2ｍかつ擁壁の高さ分だけ

避けて設置すること。（図 3.6.1 及び図 3.6.2 参照）  

 

② 隅角部の補強 

⚫ 擁壁の屈曲する箇所は、隅角を挟む二等辺三角形の部分をコンクリートで補強する

こと。 

⚫ 二等辺三角形の一辺の長さは、擁壁の地上高（見え高）3ｍ以下で 50cm、 

3ｍを超えるものは 60cm とすること。 

次ページに続く 
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図 3.6.1 鉄筋コンクリート造擁壁の隅角部の補強方法及び伸縮継目の位置  

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.464、図Ⅷ･3-22 

図 3.6.2 練積み造擁壁の隅角部の補強方法及び伸縮継目の位置  

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.490、図Ⅷ･3-41 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅷ・3 擁壁の設計及び施工  

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.462～464、p.482、pp.489～490  
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（２）水抜き穴 （政令 12） 

【政令】 （擁壁の水抜穴） 

第十二条 第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積三平方メート

ル以内ごとに少なくとも一個の内径が七・五センチメートル以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜き穴

を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければなら

ない。 

  

技
術
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解
説 

１） 水抜孔及び透水層が下記の通り設置されること。 

① 擁壁の裏面で、水抜き穴の周辺にはその他必要な場所に砂利等の透水層を設ける。 

② 水抜き穴は、擁壁の下部地表近く及び湧水等のある箇所に特に重点的に設ける。  

③ 水抜き穴は、内径 75mm 以上とし、その配置は壁面 3m2 に 1 箇所の割で千鳥配置と

する。 

④ 水抜き穴は、排水方向に適当な勾配をとる。 

⑤ 水抜き穴の入口には、水抜き穴から流出しない程度の大きさの砂利等（吸出し防止材等

を含む）を置き、砂利、砂、背面土等が流出しないよう配慮する。 

⑥ 地盤面下の壁面で地下水の流路に当たっている壁面がある場合には、有効に水抜き穴

を設けて地下水を排出する。 

⑦ 水抜き穴に使用する材料は、コンクリートの圧力でつぶれないものを使用する。 

 

2) 透水マットの使用 

 石油系素材を用いた「透水マット」についても、その特性に応じた適切な使用方法による場合

に、使用できることが通達（平成 3 年 4 月 10 日、建設省経民発第 22 号、建設省住指発第

138 号）によって定められている。 

 擁壁裏面に透水マットを設ける場合は、「擁壁用透水マット技術マニュアル((社)全国宅地擁壁

技術協会、平成 9 年 6 月」に従い適正に使用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

次ページに続く 
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図 3.6.3 鉄筋コンクリート造等擁壁の水抜き穴 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.467、図Ⅷ･3-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6.4 練積み造擁壁の水抜き穴 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.489、図Ⅷ･3-38 

 

 

 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅷ・3 擁壁の設計及び施工  

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、p.462、pp.467～468、pp.471～474、

p.482、pp.488～489 
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【建設省告示第 1102 号】 

○建築基準法施行令第七十四条第一項第二号の規定に基づく設計基準強度との関係において安全上必要なコンクリートの

強度の基準及び同条第二項の規定に基づくコンクリートの強度試験（昭和 56 年 6 月 1 日）第一 コンクリートの強度は、設

計基準強度との関係において次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。ただし、特別な調査又は研究の結果

に基づき構造耐力上支障がないと認められる場合は、この限りでない。  

一 コンクリートの圧縮強度試験に用いる供試体で現場水中養生又はこれに類する養生を行つたものについて強度試

験を行つた場合に、材齢が二十八日の供試体の圧縮強度の平均値が設計基準強度の数値以上であること。  

二 コンクリートから切り取つたコア供試体又はこれに類する強度に関する特性を有する供試体について強度試験を行

つた場合に、材齢が二十八日の供試体の圧縮強度の平均値が設計基準強度の数値に十分の七を乗じた数値以上であ

り、かつ、材齢が九十一日の供試体の圧縮強度の平均値が設計基準強度の数値以上であること。  

第二 コンクリートの強度を求める強度試験は、次の各号に掲げるものとする。  

一 日本工業規格 A 一一〇八（コンクリートの圧縮強度試験方法）―二〇一二  

日本工業規格 A 一一〇七（コンクリートからのコア及びはりの切取り方法及び強度試験方法）―二〇一二のうちコアの強度試

験方法 

 

（3） コンクリート （建築基準法 74，建設省告示 1102号） 

 

【建築基準法施行令】（コンクリートの強度） 

第七十四条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。  

 一 四週圧縮強度は、一平方ミリメートルにつき十二ニュートン（軽量骨材を使用する場合においては、九ニュートン）以

上であること。  

 二 設計基準強度（設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下同じ。）との関係において国土交通大臣が安全上必要で

あると認めて定める基準に適合するものであること。  

２ 前項に規定するコンクリートの強度を求める場合においては、国土交通大臣が指定する強度試験によらなければならない。  

３ コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。  

※政令第十一条及び第十三条において準用 

技
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  告示で定める基準に従って、鉄筋コンクリート部材中のコンクリートの発現強度が設計基準強

度を上回ること。  
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（4） 鉄筋 （建築基準法執行令 73，79） 

 

【建築基準法施行令】 

（鉄筋の継手及び定着）  

第七十三条 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各

号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。  

一 柱及びはり（基礎ばりを除く。）の出すみ部分二 煙突  

２ 主筋又は耐力壁の鉄筋（以下この項において「主筋等」という。）の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最

も小さい部分に設ける場合にあつては、主筋等の径（径の異なる主筋等をつなぐ場合にあつては、細い主筋等の径。以下こ

の条において同じ。）の二十五倍以上とし、継手を引張り力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等

の径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手にあつては、この限りでな

い。  

３ 柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の四十倍以上と

しなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめら

れた場合においては、この限りでない。  

４ 軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造について前二項の規定を適用する場合には、これらの項中「二十五倍」とあるのは

「三十倍」と、「四十倍」とあるのは「五十倍」とする。  

  

（鉄筋のかぶり厚さ）  

第七十九条 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては二センチメートル以上、耐力壁、柱

又ははりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては四セ

ンチメートル以上、基礎（布基礎の立上り部分を除く。）にあつては捨コンクリートの部分を除いて六センチメートル以上としな

ければならない。  

２ 前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄筋の腐食を防止し、かつ、鉄筋とコンクリートとを有効に付着させることにより、同

項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用

いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材については、適用しない。  

※政令第十一条及び第十三条（第七十三条第二項を除く）において準用 
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1) 鉄筋の継手及び定着 

① 主筋の継手部の重ね長さは、主筋径の 40 倍以上とすること。ただし、引張力を最も小さ

い部分に設ける場合は主筋径の 25 倍以上とする。 

② 引張鉄筋の定着される部分の長さは、主鉄筋に溶接する場合を除き、その径の 40 倍

以上とすること。 

２） 配筋 

① 主鉄筋はコンクリートの引張縁に配置すること。  

② 用心鉄筋を組立鉄筋より擁壁の表面側に配置すること。 

③ 鉄筋のかぶりは、竪壁で 4cm 以上、底版では 6cm 以上とすること。 

④ 告示で定める基準に従って、鉄筋コンクリート部材中のコンクリートの発現強度が設計基

準強度を上回ること。 

⑤ 以下の条件を満足する場合に限り、プレキャスト鉄筋コンクリ―ト造の部材の鉄筋に対す

るかぶり厚さは、竪壁で 3cm 以上、底版では 4cm 以上とすることができる。 

⚫ コンクリートの設計基準強度が 30N/mm²以上 

⚫ 単位セメント量が 300kg/m³以上 

⚫ 鉄筋に対するコンクリートの付着割裂について所定の構造計算によって安全である

ことが確かめられていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6.5 鉄筋のかぶり厚さ 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.443、表Ⅷ･3-9 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅷ・3 擁壁の設計及び施工 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、p.429、pp.441～443 
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4.1 要求性能 （政令 9） 

【政令】 （鉄筋コンクリート造等の擁壁構造） 

第九条 前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によって次の各号のいず

れにも該当することを確かめたものでなければならない。  

一 土圧、水圧及び自重（以下この条及び第十四条第二号ロにおいて「土圧等」という。）によって擁壁が破壊されないこと。  

二 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。  

三 土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと。  

四 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。  

２ 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。  

一 土圧等によって擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの許容応力度を超えないこ

とを確かめること。  

二 土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの三分の二以下であることを確かめること。  

三 土圧等による擁壁の基礎の滑り出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力の三分の二

以下であることを確かめること。  

四 土圧等によって擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えないことを確かめること。ただし、基礎

ぐいを用いた場合においては、土圧等によって基礎ぐいに生ずる応力が基礎ぐいの許容支持力を超えないことを確かめ

ること。  

３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。  

一 土圧等については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の場合の土圧については、盛土の土質に応じ別

表第二の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用いることができる。  

二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、建築基準法施行令（昭和二

十五年政令第三百三十八号）第九十条（表一を除く。）、第九十一条、第九十三条及び第九十四条中長期に生ずる力に

対する許容応力度及び許容支持力に関する部分の例により計算された数値 

三 擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、実況に応じて計算された数値。ただし、

その地盤の土質に応じ別表第三の摩擦係数を用いて計算された数値を用いることができる。 

【建築基準法施行令】 （構造設計の原則） 

第三十六条の三 建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、は

り、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並

びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとする。  

２ 構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、釣合い良く配置すべきものとする。  

３ 建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬間 

的破壊が生じないような靱性をもたすべきものとする。 
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擁壁が構造計算により政令に示す性能を有していることを確認すること。 

1） 照査基準 

① 政令では常時の性能を構造計算で確認することとされている。 

② 鉄筋コンクリート造等擁壁の設計において、中地震時及び大地震時の照査を行うかどう

かは、盛土等防災マニュアルを参考に、地域の状況等に応じて適切に判断すること。一般

的には高さ 2m を超える擁壁については、中・大地震時の検討も行うものとする。 

2） 常時 

① 擁壁全体の安定モーメントが転倒モーメントの 1.5 倍以上であること。 

② 擁壁底面における滑動抵抗力が滑動外力の 1.5 倍以上であること。  

③ 最大接地圧が、地盤の長期許容支持力以下であること。 

④ 擁壁躯体の各部に作用する応力度が、材料の長期許容応力度以内に収まっていること。  

3） 中地震時 

① 擁壁躯体の各部に作用する応力度が、材料の短期許容応力度以内に収まっていること。 

４） 大地震時 

① 擁壁全体の安定モーメントが転倒モーメントの 1.0 倍以上であること。  

② 擁壁底面における滑動抵抗力が滑動外力の 1.0 倍以上であること。 

③ 最大接地圧が、地盤の極限支持力以下であること。  

④ 擁壁躯体の各部に作用する応力度が、終局耐力（設計基準強度及び基準強度）以内に収

まっていること。  

 

次ページに続く 
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表 4.1.1 安全率等のまとめ 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.441、表Ⅷ･3-8 

 常時 中地震時 大地震時 

転倒 1.5 - 1.0 

滑動 1.5 - 1.0 

支持力 3.0 - 1.0 

部材応力 長期許容応力度 短期許容応力度 終局耐力* 

（設計基準強度及び

基準強度） 

＊終局耐力とは、曲げ、せん断、付着割裂等の終局耐力をいう。 

 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅷ・3 擁壁の設計及び施工 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、p.429、pp.440～441 
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4.2 設計定数 （政令 9-3） 

【政令】 （鉄筋コンクリート造等の擁壁構造） 

第九条 前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によって次の各号のいず

れにも該当することを確かめたものでなければならない。  

１、２ 略 

３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。  

一 土圧等については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の場合の土圧については、盛土の土質に応じ別表第

二の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用いることができる。  

二 略  

三 擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、実況に応じて計算された数値。ただし、その

地盤の土質に応じ別表第三の摩擦係数を用いて計算された数値を用いることができる。  

別表第二  

土質  
単位体積重量（一立方メートルにつ

き）  
土圧係数  

砂利又は砂 一・八トン  〇・三五  

砂質土 一・七トン  〇・四〇  

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土 一・六トン  〇・五〇  

 

別表第三 （第九条、第三十条、第三十五条関係） 

土質  摩擦係数  

岩、岩屑、砂利又は砂 〇・五  

砂質土 〇・四  

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土 

（擁壁の基礎底面から少なくとも十五センチメートルまでの深さの土を砂利又は

砂に置き換えた場合に限る。） 

〇・三  
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１） 背面土 

① 単位体積重量γ、内部摩擦角φ及び粘着力 c については、使用する材料により土質試験

を行い求めること。 

② 土質試験を行わない場合は、表 4.2.1 に示す単位体積重γ及び土圧係数を使用するこ

とができる。 

表 4.2.1 単位体積重量と土圧係数（政令別表第二、一部加筆修正）  

土 質 
単位体積重量 

(kN/㎥) 
土圧係数 

砂利又は砂 18 0.35 

砂質土 17 0.40 

シルト、粘土、又は 

それらを多く含む土 
16 0.50 

 

 

 

 

 

 

 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.431、表Ⅷ･3-2 

２） 基礎地盤 

① 底版と基礎地盤の間の付着力 ＣB は考慮せず、ＣB=0 と設定すること。 

② 摩擦係数 μ については、土質試験結果から以下の式により求めること。 

摩擦係数 μ=tanφB   φB：基礎地盤の内部摩擦角  

③ 土質試験を行わない場合は表 4.2.2 に示す数値を使用すること。 

④ 基礎地盤が土の場合に、摩擦係数は 0.6 を超えないこと。 

 

表 4.2.2 基礎地盤と摩擦係数（政令別表第三、一部加筆修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ，令和 5 年 11 月、p.431、表Ⅷ･3-3 

 

 

基礎地盤の土質 摩擦係数 備考 

岩、岩屑、砂利、砂 0.50  

砂質土 0.40  

シルト、粘土、又は 

それらを多量に含む土 
0.30 

擁壁の基礎底面から少なくとも15cmま

での深さの土を砂利又は砂に置き換えた

場合に限る。 

 

次ページに続く 
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３） 積載荷重 

① 積載荷重については、実状に応じて適切に設定を行うこと（表 4.2.1 の土圧係数には、

5kN/m2 の積載荷重が含まれることに留意すること）。  

② 積雪荷重は擁壁の設置箇所の実状に応じて適切に設定すること。 

③ 擁壁に作用する積載荷重は、将来、擁壁上部に近接して一戸建て住宅等の建築物が建て

られる可能性がある場合には、少なくとも 10ｋＮ/ｍ２程度の均等荷重をかけることが望

ましい。 

４） 自重  

① 鉄筋コンクリートの単位体積重量は、実況に応じた値または 24.5kN/m3 として計算す

ること。  

② 無筋コンクリートの単位体積重量は、実況に応じた値または 23.0kN/m3 として計算す

ること。 

③ 片持ばり式擁壁の自重については、躯体重量のほか、かかと版上の載荷土を躯体の一部

とみなし土の重量を含めること。  

図 4.2.1 片持ちばり式擁壁における自重の取り方 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.432、図Ⅷ･3-4 

５） 地震時の荷重 

① 設計時に用いる地震時荷重は、①地震時土圧による荷重又は②擁壁の自重に起因する地

震時慣性力に常時の土圧を加えた荷重のうち、いずれか大きい方とすること。 

② 震度法で用いる設計水平震度は下式により算出するものとする。 

kh＝cz・k0 

  Kh：設計水平震度 

cz：地域別補正係数（建築基準法施工令第 88 条第 1 項に規定する Z の数値 福井県＝1.0） 

  k0：標準設計水平震度（中規模地震動で 0.2、大規模地震動で 0.25） 
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解
説 

 表 4.2.1(別表第二)に示す土圧係数は、背面土の勾配を 90°以下、余盛等の勾配及び高さを

それぞれ 30°以下及び 1m 以下とし、かつ擁壁の上端に続く地盤面等には積載荷重がないもの

として計算されている（図 4.2.2）ので、この条件に合致しないものについては、別表第二の土

圧係数を用いることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.2 政令別表第二の考え方 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.429、図Ⅷ･3-3 

 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅷ・3 擁壁の設計及び施工 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.123～124、pp.429～432 
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4.3 土圧 （政令 9-3-1） 

(1) 土圧の作用面と壁面摩擦角 
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① 土圧の作用面は、原則として躯体コンクリート背面とし、片持ばり式の場合には、安定性

の検討を行う場合のみ仮想背面に作用するものとする。  

② 土圧の作用位置は、土圧分布下端より分布高さ H の 1/3 とする。 

③ 壁面摩擦角 δ は、表 4.3.1 に示すところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1 土圧の作用位置（重力式擁壁等） 

出典：道路土工－擁壁工指針 (社)日本道路協会､平成 24 年 7 月、p.98、解図 5-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.2 土圧の作用位置（片持ちばり式擁壁） 

出典：道路土工－擁壁工指針 (社)日本道路協会、平成 24 年 7 月、p.98、解図 5-4 
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表 4.3.1 壁面摩擦角 

擁壁の種類 検討項目 
土圧作用面 

の状態 

壁面摩擦角 

常時δ 地震時 δE 

重力式等 

安定性 

土とコンクリート 2φ/3 φ/2 

部材応力 

片持ばり式

等 

安定性 土と土 β’ 式による 

部材応力 土とコンクリート 2φ/3 φ/2 

出典：道路土工－擁壁工指針 (社)日本道路協会、平成 24 年 7 月、p.99、解表 5-2、一部加工 

 

背後ののり面勾配 β' 

一様な場合 のり面傾斜角 β 

変化する場合 
仮定した滑り線と上部平面の交点から法肩までの距離を二分した

点と仮想背面とのり面の交点を結んだ線と水平面の勾配 

表 4.3.2 仮想のり面摩擦角 β’の設定法  

出典：道路土工－擁壁工指針 (社)日本道路協会、平成 24 年 7 月、p.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.3 β’の設定法  

出典：道路土工－擁壁工指針 (社)日本道路協会、平成 24 年 7 月、p.99、解図 5-5 

 

 

 

次ページに続く 
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技
術
的
基
準 

④ 地震時の壁面摩擦角 

⚫ 地震時の壁面摩擦角δE は次の式により求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅷ・3 擁壁の設計及び施工 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、p.429、pp.432～435  
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（2）主働土圧 

技
術
的
基
準 

主働土圧の算定は、試行くさび法又はクーロンの土圧公式により行う。 

解
説 

１） 試行くさび法による算出 

以下の式により、ω を変化させて最大となる Ｐ を求める。最大となるときの Ｐ が主働土

圧の合力 ＰA となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.4 試行くさび法 

出典：道路土工－擁壁工指針 (社)日本道路協会、平成 24 年 7 月、p.101、解図 5-6を一部加工 

 

 

 

 

 

次ページに続く 
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解
説 

２) クーロンの土圧公式による算出 

以下の式により、擁壁の単位幅当たりに作用する主働土圧の合力を求める。 

 

３） 補足 

クーロンの土圧公式は、擁壁背面の盛土形状が一様な場合で裏込め土の粘着力がない場合に

適用可能。また、φ＜β の場合も適用できない。 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅷ・3 擁壁の設計及び施工 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.451～453 

（３）受働土圧 

技
術
的
基
準 

擁壁前面の埋戻し土による受働土圧は考慮しない。  

解
説 

擁壁前面の埋戻し土は、基礎工事時の掘削等により乱されている場合が多いことや、洗堀等

の影響により長期にわたる確実性が期待できないことから、これによる受働土圧は考慮しない。 
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（4）地震時土圧 

技
術
的
基
準 

地震時土圧の算定は、試行くさび法又は土圧公式により行う。 

解
説 

１) 試行くさび法による算出 

盛土等防災マニュアルの解説、pp.456～458“(1)試行くさび法における地震時土圧”の方

法により算出する。  

２）土圧公式による地震時土圧 

盛土等防災マニュアルの解説、pp.458～459“(2)土圧公式による地震時土圧”の方法によ

り算出する。  

３） 地震時等における受働土圧 

盛土等防災マニュアルの解説、pp.458～459“5、地震時等における受働土圧”の方法によ

り算出する。 

4)地震時慣性力 

擁壁の自重に起因する地震時慣性力は、設計水平震度を ｋh、擁壁の自重をＷとすると、擁壁

の重心Ｇを通って水平方向に Ｋh・Ｗとして作用させる。  

    

 

 

 

 

 

      (a) 重力式擁壁の場合         (b) 片持ばり式擁壁の場合  

 

図 4.3.5 地震時慣性力の考え方  

出典：建築基礎構造設計指針（（一社）日本建築学会、2019 年 11 月）ｐ.348．図 9.2.4 の一部を加工 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅷ・3 擁壁の設計及び施工 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.456～460  
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4.4 安定性 （政令 9-2） 

（１）転倒に対する検討 

技
術
的
基
準 

１） 以下の式により、転倒に対する安全率を確認する。 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅷ・3 擁壁の設計及び施工  

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.443～444  
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（2）滑動に対する検討 

技
術
的
基
準 

１） 以下の式により、滑動に対する安全率を確認する。 

 

２） 基礎底版と基礎地盤の摩擦係数は、土質試験結果に基づくことを原則とするが、土質試験

がなされない場合、政令第 9 条に基づき以下の値を用いることができる。 

３） なお、基礎地盤が土の場合に、摩擦係数は 0.6 を超えないこと。 

 

 

 

表 4.4.1 基礎地盤と摩擦係数（政令別表第三、一部加筆修正）  

 

 

 

 

 

 

 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.431、表Ⅷ･3-3 

 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅷ・3 擁壁の設計及び施工 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.444～445  

基礎地盤の土質 摩擦係数 備考 

岩、岩屑、砂利、砂 0.50 - 

砂質土 0.40 - 

シルト、粘土、又はそれら

を多量に含む土 
0.30 

擁壁の基礎底面から少なくとも 15cm ま

での深さの土を砂利又は砂に置き換えた

場合に限る。 
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（3） 支持力に対する検討 

技
術
的
基
準 

１） 以下の式により、支持力に対する安全率を確認する。 

 

 

 

ｑ1 ：擁壁の底面前部における地盤反力度 （kN/m2） 

ｑ2 ：擁壁の底面後部における地盤反力度 （kN/m2） 

ｑa ：地盤の許容支持力度 （kN/m2） 

ｑu ：地盤の極限支持力度 （kN/m2）  

Ｆs ：地盤の支持力に対する安全率 

２） 地盤反力度の算出 

地盤反力度は次式により求める。  

① 合力作用点が底版中央の底版幅 1/3 の中にある場合 

 

 

 

 

 

 RV ：底版下面における全鉛直荷重（kN/m）で各荷重の鉛直成分Ｖi の合計値 

 e ：偏心距離 (m) 

 

 

 B ：底版幅（m） 

 d ：底版つま先から合力作用点までの距離 (m) 

 

 

 

Mr： 擁壁底面のつま先（o 点）回りの抵抗モーメント（kN･m/m）で各荷重の鉛直成分に

おけるモーメント Vi･ai の合計値 

Mo： 擁壁底面のつま先（o 点）回りの転倒モーメント（kN･m/m）で各荷重の水平成分に

おけるモーメント Hi･bi の合計値  

Vi： 擁壁作用する各荷重の鉛直成分（kN/m） 

ai： 底面のつま先（o 点）回りの転倒モーメント（kN･m/m）で各荷重の水平成分 

Hi： 擁壁に作用する各荷重の水平成分（kN/m）  

bi： 底版つま先（o 点）から各荷重の鉛直成分 Vi の作用位置までの水平距離（m）  

次ページに続く 
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技
術
的
基
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② 合力作用点が底版中央の底版幅 2/3 の中にある場合（かつ底版中央の底版幅 1/3 

の外にある場合）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.4.1 地盤反力度の求め方  

出典：道路土工－擁壁工指針 (社)日本道路協会、平成 24 年 7 月、p.120、解図 5-15、一部加工 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅷ・3 擁壁の設計及び施工 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.446～447  
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4.5 部材の応力 （政令 9-2-1，9-3-2）  

【政令】 （筋コンクリート造等の擁壁の構造） 

第九条 前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によって次の各号のいず

れにも該当することを確かめたものでなければならない。  

１ 略 

２ 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。  

一 土圧等によつて擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの許容応力度を超えない

ことを確かめること。  

二 ～四 略 

３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。  

一 略 

二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、建築基準法施行令（昭和二

十五年政令第三百三十八号）第九十条（表一を除く。）、第九十一条、第九十三条及び第九十四条中長期に生ずる力に対す

る許容応力度及び許容支持力に関する部分の例により計算された数値  

三 略 
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【建築基準法施行令】 

（鋼材等）  

第九十条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。  

表一 

種類 許容応力

度 

長期に生ずる力に対する許容応力度  

（単位  一平方ミリメートルにつきニュートン） 

短期に生ずる力に対する許容応力度  

（単位  一平方ミリメートルにつきニュートン） 

 圧縮 引張り 曲げ せん断 圧縮 引張り 曲げ せん断 

略 

この表において、Ｆは、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度（単位 一平方ミリメートルにつき

ニュートン）を表すものとする。 

表二 

 

許容応力

度 

長期に生ずる力に対する許容応力度  

（単位一平方ミリメートルにつきニュートン） 

短期に生ずる力に対する許容応力度  

（単位一平方ミリメートルにつきニュートン） 

圧縮 引張り 圧縮 引張り 

種類 せん断補強以外

に用いる場合 

せん断補強に用

いる場合 

せん断補強に用い

る場合 

せん断補強に

用いる場合 

丸鋼 Ｆ／１．５（当該数値

が一五五を超える

場合には、一五五） 

Ｆ／１．５（当該数

値が一五五を超

える場合には、一

五五） 

Ｆ／１．５（当該数

値が一九五を超え

る場合には、一九

五） 

F F Ｆ（当該数値

が二九五を超

える場合に

は、二九五） 

異形 

鉄筋 

径二十八

ミリメート

ル以下の

もの 

Ｆ／１．５（当該数値

が二一五を超える

場合には、二一五） 

Ｆ／１．５（当該数

値が二一五を超

える場合には、二

一五） 

Ｆ／１．５（当該数

値が一九五を超え

る場合には、一九

五） 

F F Ｆ（当該数値

が三九〇を超

える場合に

は、三九〇） 

径二十八

ミリメート

ルを超え

るもの 

Ｆ／１．５（当該数値

が一九五を超える

場合には、一九五） 

Ｆ／１．５（当該数

値が一九五を超

える場合には、一

九五） 

Ｆ／１．５（当該数

値が一九五を超え

る場合には、一九

五） 

F F Ｆ（当該数値

が三九〇を超

える場合に

は、三九〇 

鉄線の径が四ミリメート

ル 

- Ｆ／１．５ Ｆ／１．５ - Ｆ（ただし、床版に

用いる場合に限

る。） 

F 

この表において、Ｆは、表一に規定する基準強度を表すものとする。 

 

 

次ページに続く 
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（コンクリート） 

第九十一条 コンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国

土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。 

長期に生ずる力に対する許容応力度（単位 一平方ミリメー

トルにつきニュートン） 

短期に生ずる力に対する許容応力度（単位 一平方ミリメー

トルにつきニュートン） 

圧縮 引張り せん断 付着 圧縮 引張り せん断 付着 

Ｆ／３ Ｆ／３０（Ｆが二一を超えるコ

ンクリートについて、国土交

通大臣がこれと異なる数値

を定めた場合は、その定め

た数値） 

〇・七（軽量

骨材を使用

するものに

あつては、

〇・六） 

長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、せん断又は付着の

許容応力度のそれぞれの数値の二倍（Ｆが二一を超えるコ

ンクリートの引張り及びせん断について、国土交通大臣がこ

れと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値）とする。 

この表において、Ｆは、設計基準強度（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン）を表すものとする。 
 

【建設省告示第 1450号】  

コンクリートの付着、引張り及びせん断に対する許容応力度及び材料強度を定める件（平成 12 年 5 月 31 日）  

第二 令第九十一条第一項に規定する設計基準強度が一平方ミリメートルにつき二十一ニュートンを超えるコンクリートの長期

に生ずる力に対する引張り及びせん断の各許容応力度は、設計基準強度に応じて次の式により算出した数値とする。ただ

し、実験によってコンクリートの引張又はせん断強度を確認した場合においては、当該強度にそれぞれ三分の一を乗じた数

値とすることができる。  

Fs＝0.49＋（F／100）  

（この式において、Fs 及び F は、それぞれ次の数値を表すものとする。  

Fs  コンクリートの長期に生ずる力に対する許容応力度（単位 一平方ミリメート ルにつきニュートン）  

F  設計基準強度（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン）） 
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【建設省告示第 2464 号】  

鋼材等及び溶接部の許容応力度並びに材料強度の基準強度を定める件（平成 12 年 12 月 26 日） 

第一 鋼材等の許容応力度の基準強度 

一  鋼材等の許容応力度の基準強度は、次号に定めるもののほか、次の表の数値とする。  
 

鋼材等の種類及び品質 基準強度（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン）  

（略） （略）  

異形鉄筋 

SDR二三五 二三五  

SD二九五 A 

二九五  

SD二九五 B 

SD三四五 三四五  

SD三九〇 三九〇  

（略） （略）  

この表において、(略）SD二九五 A、SD二九五 B、SD三四五及び SD三九〇は、JIS G三一一二（鉄筋コンクリート用棒鋼）―一九

八七に定める(略）SD二九五 A、SD二九五 B、SD三四五及び SD三九〇を、（略）それぞれ表すものとする。（略）  

 

 

技
術
的
基
準 

上記基準に基づき設計すること。 
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5.崖面崩壊防止施設に関する技術的

基準 
  

5.崖面崩壊防止施設に関する 

技術的基準 
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5.1 崖面崩壊防止施設の設置 （政令 6，14-1-1） 

【政令】 （擁壁、排水施設その他の施設） 

第六条 法第十三条第一項（法第十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。）の政令で定める施設は、擁壁、崖

面崩壊防止施設（崖面の崩壊を防止するための施設（擁壁を除く。）で、崖面を覆うことにより崖の安定を保つことができるものと

して主務省令で定めるものをいう。以下同じ。）、排水施設若しくは地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留とする。  

 

【政令】 （崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準） 

第十四条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面崩壊防止施設の設置に関す

るものは、次に掲げるものとする。  

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。以下この号において同じ。）をした土地の

部分に生ずる崖面に第八条第一項第一号（ハに係る部分を除く。）の規定により擁壁を設置することとした場合に、当該

盛土又は切土をした後の地盤の変動、当該地盤の内部への地下水の浸入その他の当該擁壁が有する崖の安定を保つ

機能を損なうものとして主務省令で定める事象が生ずるおそれが特に大きいと認められるときは、当該擁壁に代えて、崖

面崩壊防止施設を設置し、これらの崖面を覆うこと。  

二 略 

 

【省令】 崖面崩壊防止施設 

第十一条 令第六条の主務省令で定める施設は、鋼製の骨組みに栗石その他の資材が充塡された構造の施設その他これに

類する施設とする。 

 

【省令】 崖面崩壊防止施設 

第三十一条 令第十四条第一号（令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。）の主務省令で定める事象

は、次に掲げるものとする。  

一 盛土又は切土をした後の地盤の変動  

二 盛土又は切土をした後の地盤の内部への地下水の浸入  

三 前二号に掲げるもののほか、擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象 
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技
術
的
基
準 

① 盛土又は切土により生じた崖面は、原則として擁壁で覆うこと。 

② 崖面崩壊防止施設は、擁壁が有する崖の安定を保つ機能及び性能の維持が困難となる

場合に擁壁に代えて設置すること。 

③ 住宅建築物を建築する宅地の地盤に用いられる擁壁の代替施設としては利用できない。 

③ 崖面崩壊防止施設を適用できる土地 

⚫ 基礎地盤の支持力が小さく不同沈下が懸念される又は湧水や常時流水等が認めら

れる場所 

⚫ 土地利用計画や周囲の状況から勘案して、地盤の変形を許容できる場所 

補
足 

➢ 東京都 盛土規制法技術基準 3 設計編 p.126 より 

① 地盤の変形を許容できる土地の具体例として、ゴルフコース、採草放牧地、山地・森林、

農地等が想定される。 

② 宅地に近接する等、地盤の変形を許容できない土地の場合は、適用できないため地盤

改良や杭基礎等により擁壁を設置すること。 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅸ・1 崖面崩壊防止施設の基本的な考え方 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.524～525 
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5.2 崖面崩壊防止施設の設計 （政令 14-1-2） 

 

  

【政令】 （崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準） 

第十四条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面崩壊防止施設の設置に関す

るものは、次に掲げるものとする。  

一 略  

二 前号の崖面崩壊防止施設は、次のいずれにも該当するものでなければならない。  

イ 前号に規定する事象が生じた場合においても崖面と密着した状態を保持することができる構造であること。  

ロ 土圧等によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であること。  

ハ その裏面に浸入する地下水を有効に排除することができる構造であること。 

技
術
的
基
準 

次のいずれにも適合する構造であること。具体的には、鋼製枠工、大型かご枠工、ジオテキス

タイル補強土壁工等がある。 

１） 地盤が変動した場合にも、崖面と密着した状態を保持することができるもの。 

２） 崖面崩壊防止施設背面に浸入する地下水を有効に排除することができるもの。 

３） 常時および地震時において、土圧、水圧及び自重（土圧等）の影響により 

① 損壊しないこと 

② 転倒しないこと 

③ 基礎が滑らないこと 

④ 沈下しないこと 

解
説 

適用に当たっては、盛土等防災マニュアルの解説の他、開発事業等実施地区の適用法令、道

路土工 擁壁工指針・軟弱地盤対策工指針等の関係する技術基準に準拠の上、適切な工種選定

や施設の構造検討を行うこと。 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅸ・3 崖面崩壊防止施設の設計・施工上の留意点 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.526～539 
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6.1 のり面の保護 （政令 15） 

【政令】 （崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する技術的基準） 

第十五条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面について講ずる措置に関する

ものは、盛土又は切土をした土地の部分に生ずることとなる崖面（擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆われた崖面を除く。）が風

化その他の侵食から保護されるよう、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置を講ずることとする。  

２ 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち盛土又は切土をした後の土地の地表面（崖

面であるもの及び次に掲げる地表面であるものを除く。）について講ずる措置に関するものは、当該地表面が雨水その他の

地表水による侵食から保護されるよう、植栽、芝張り、板柵工その他の措置を講ずることとする。  

 一 第七条第二項第一号の規定による措置が講じられた土地の地表面  

 二 道路の路面の部分その他当該措置の必要がないことが明らかな地表面 

 

技
術
的
基
準 

１） 開発事業等に伴って生じる崖面については、擁壁（これにより難い場合は、「Ⅸ 崖面崩壊

防止施設」）で覆うことを原則としつつ、擁壁等で覆わない場合には、その崖面が風化、侵

食等により不安定化することを抑制するため、のり面緑化工又は構造物によるのり面保護

工等で崖面を保護すること。 

２） 開発事業等に伴って生じる崖面以外の地表面についても、侵食等により不安定化すること

を抑制するため、のり面緑化工等により地表面を保護すること。 

３） 以下ののり面は保護の必要はない。 

① 崖の反対方向に勾配を付した崖面天端（第 7 条第 2 項第 1 号の規定による措置） 

② 舗装された地盤面（第 15 条第 2 項第 2 号） 

③ 植物の生育が確保される地盤面（第 15 条第 2 項第 2 号） 

解
説 

盛土規制法で規定される土地の形質の変更で生じる地表面は、 

① 崖面（地表面が水平面に対し 30 度を超える角度をなすもの（硬岩盤以外）） 

② 崖面以外の地表面（地表面が水平面に対し 30 度以下の角度をなすもの） 

に区分される。 

設置を要する構造物等の区分を次に示す。 

 

 

次ページに続く 



6. 崖面及びその他の地表面に関する技術的基準 

101 

 

 

解
説 

 

表 6.1.1 土工区分と地表面の勾配ごとに設置を要する構造物等の区分 

土工区分 地表面の勾配 設置を要する構造物等 
盛土等防災マニュア

ルの解説 

盛土 

崖面（水平面に対し 30 度

を超える） 
擁壁/崖面崩壊防止施設 第Ⅷ章、第Ⅸ章 

崖面以外の地表面（水平

面に対し 30 度以下） 
のり面保護工※1 第Ⅶ章 7 

切土 

崖面（水平面に対し 30 度

を超える） 

擁壁/崖面崩壊防止施設

※2 
第Ⅷ章、第Ⅸ章 

のり面保護工※1 第Ⅶ章 1～6 

崖面以外の地表面（水平

面に対し 30 度以下） 
のり面保護工※1 第Ⅶ章 7 

※1 土地利用により保護する必要がないことが明らかな地表面を除く。 

※2 擁壁の設置を要しない切土のり面の土質・勾配を満足する場合を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.1 のり面保護工の分類 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.338、図Ⅶ･1-1 

 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅶ のり面保護工及びその他の地表面の措置 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.336～338 
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6.2 のり面保護工の種類 

技
術
的
基
準 

のり面保護工の種類は、のり面緑化工、構造物によるのり面保護工およびのり面排水工があ

り、適切な保護工を選定すること。 

解
説 

のり面保護工の種類と特徴を以下にまとめる。 

表 6.2.1 のり面保護工の種類と特徴 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.339、表Ⅶ･2-1 

 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅶ のり面保護工及びその他の地表面の措置 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.339～353 
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6.3 のり面保護工の選定 

 

技
術
的
基
準 

１） のり面保護工は、のり面の勾配、土質、気象条件、保護工の特性、将来の維持管理等に 

ついて総合的に検討し、経済性・施工性にすぐれた工法を選定すること。 

２） 工法の選定に当たっては、次の各事項に留意すること。 

① 植生可能なのり面では、植生の被覆効果及び根系の緊縛効果がのり面の安定性向上に寄

与することに着目し、のり面緑化工の選定を基本とすること。 

② ただし、植生に適さないのり面又はのり面緑化工では安定性が確保できないのり面にお

いては、構造物によるのり面保護工を選定すること。 

③ のり面緑化工及び構造物によるのり面保護工では、のり面排水工を併設すること。 

④ 同一のり面においても、土質及び地下水の状態は必ずしも一様でない場合が多いので、

それぞれの条件に適した工法を選定すること。 

解
説 

ここでいう、「安定性が確保できないのり面」とは盛土のり面および切土のり面における擁壁

の設置を必要とする土質・勾配程度を一つの目安としている。すなわち、以下に示す勾配をそ

れぞれの土質に対する安定勾配と考えており、これより急なのり面勾配になる場合には構造物

によるのり面保護工を選定する 

 

表 6.3.1 擁壁の設置を要しないのり面の条件 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.355、表Ⅶ･3-1 

                      のり高 

 

土工区分、土質 

① H≦5m 

（崖の上端からの 

垂直距離） 

② H>5m 

（崖の上端からの垂直

距離） 

切

土 

軟岩（風化の著しいものは除く） 80度（約1：0.2）以下 60度（約1：0.6）以下 

風化の著しい岩 50度（約1：0.9）以下 40 度（約 1：1.2）以下 

砂利、まさ土、関東ローム、硬質粘

土、その他これらに類するもの 
45 度（約 1：1.0）以下 35 度（約 1：1.5）以下 

上記以外の土質（岩屑、腐植土（黒土）、

埋土、その他これらに類するもの） 
30 度（約 1：1.8）以下 30 度（約 1：1.8）以下 

盛土 30 度（約 1：1.8）以下 

 具体的なのり面保護工の選定にあたっては、「盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、Ⅶ・3 のり面

保護工の選定」に示すフローチャート等を参照して行うこと。 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅶ のり面保護工及びその他の地表面の措置 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.354～409 
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7.1 治水・排水対策の基本 

技
術
的
基
準 

(1)治水・排水対策の基本的な考え方 

  開発事業等においては、開発事業等実施地区及び周辺に溢水等の被害が生じないよう、当該

地区内の雨水・地表水や地下水並びに当該地区外から流入する雨水・地表水や地下水を安全に

流下させるための治水・排水対策を実施すること。 

(2）治水・排水対策の種類 

  治水・排水対策は、開発事業等実施地区内の雨水（当該地区外から流入する雨水・地下水も含

む。）を適切に排出し、盛土のり面及び切土のり面の侵食、崩壊、地盤面の冠水等の被害を防止す

るための排水対策と開発事業等に伴う流出形態の変化等による開発事業等実施地区及び下流

域の洪水被害を防止するための治水対策に大別される。 

治水対策は、さらに下流河川等の改修による対策と流出抑制施設による対策に分けられる。 

解
説 

 

 治水・排水対策の基本的な考え方は以下のとおりであり、以下の表 7.1.1 および次頁図

7.1.1 による。 

 治水対策： 下流域の洪水被害を防止するための対策 

      排水対策： 開発地区内の被害を防止するための対策 

 このうち、本章では排水対策に関する技術的基準の概要を示す。治水対策に関する技術的基準

の詳細については、「盛土等防災マニュアルⅡ、Ⅶ.3 開発事業等に伴う下流河川等の治水対策」

を参照すること。 

 

表 7.1.1 治水・排水対策の概要 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅱ、令和 5 年 11 月、p.285、表Ⅻ･1-1 

 

 

治
水
対
策 

宅地開発等の開発事業に伴い、流出形態の変化等による洪水被害を防止するため、 

河川改修などの積極的な対策とあわせて、その流域のもつ保水・遊水機能を適正に確

保するための総合的な対策をいう。 

その施設としては、調節池、調整池、校庭・公園・集合住宅の棟間などの公共公益施設

用地等に設ける雨水貯留施設、浸透施設等がある。 

排
水
対
策 

宅地造成等に関する工事について、降雨・湧水などによる崖崩れ又は土砂の流出によ

る災害を防止するために設置される開渠、のり面等における縦排水溝、導水管、道路側

溝、地下水・湧水等の排水暗渠、雨水管渠、集水ます、人孔等の施設による対策をいう。 

 

 

次ページに続く 
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解
説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.1.1 治水・排水対策の種類 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅱ、令和 5 年 11 月、p.285、図Ⅻ･1-1 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅻ 治水・排水対策 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅱ、pp.282-286  
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7.2 排水施設 （政令 16） 

 

【政令】 （排水施設の設置に関する技術的基準）  

第十六条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち排水施設の設置に関するものは、盛

土又は切土をする場合において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水等を排

除することができるよう、排水施設で次の各号のいずれにも該当するものを設置することとする。  

一 堅固で耐久性を有する構造のものであること。  

二 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられている

ものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排

除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。  

三 その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき地表水等を支障なく流下させることができるものであること。  

四 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所に、ます又はマンホ

ールが設けられているものであること。  

イ 管渠の始まる箇所  

ロ 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を除く。）  

ハ 管渠の内径又は内法幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当な箇所  

五 ます又はマンホールに、蓋が設けられているものであること。  

六 ますの底に、深さが十五センチメートル以上の泥溜めが設けられているものであること。  

２ 前項に定めるもののほか、同項の技術的基準は、盛土をする場合において、盛土をする前の地盤面から盛土の内部に地下

水が浸入するおそれがあるときは、当該地下水を排除することができるよう、当該地盤面に排水施設で同項各号（第二号ただ

し書及び第四号を除く。）のいずれにも該当するものを設置することとする。 

技
術
的
基
準 

 
１） 排水施設（管渠）の構造は、政令に基づくこと。 

① 排水工は、堅固で耐久性を有する構造のものであること。 

② 排水工は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最小

限度のものとする措置が講ぜられているものであること。 

③ 管渠の勾配及び断面積は、排除すべき地表水等を支障なく流下させることができるよう

に流量計算により求めること。 

④ 雨水その他の地表水を排除すべき排水工は、その暗渠である構造の部分の次にあげる箇

所に、ます又はマンホールが設けられているものであること。 

 

 

次ページに続く 
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技
術
的
基
準 

⚫ 管渠が始まる箇所 

⚫ 排水の流下方向又は勾配が著しく変化する箇所  

⚫ 管渠の内径又は内法幅の 120 倍を超えない範囲の長さごとの管渠の部分のその

清掃上適当な場所  

⑤ ます又はマンホールに、ふたが設けられているものであること。 

⑥ ますの底に、深さ 150mm 以上の泥だめが設けられていること。 

解
説 

  地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときに、排水施設を設けること

を規定している。水を原因とした盛土の崩壊は、のり面を流下する表面水により表面が侵食・洗

掘されることによる崩壊と、浸透水によりのり面を構成する土のせん断強さが減少するととも

に間隙水圧が増大することから生じる崩壊とに分けられる。 

この両者を防止するために、排水施設を適切に設計すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2.1 排水施設の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2.2 排水施設の設置例 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅱ、令和 5 年 11 月、p.289、図Ⅻ･2-1 
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図 7.2.3 排水ますの標準構造図 
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7.3 盛土の排水施設 （政令 7、政令 16-2） 

 

 

  

【政令】 （地盤について講ずる措置に関する技術的基準）  

第七条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち地盤について講ずる措置に関するもの

は、次に掲げるものとする。  

一 盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水（以下「地表水等」という。）の浸

透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないよう、次に掲げる措置を講ずること。  

イ 略  

ロ 盛土の内部に浸透した地表水等を速やかに排除することができるよう、砂利その他の資材を用いて透水層を設ける

こと。  

ハ 略 

ニ 略 

２ 略 

【政令】 （排水施設の設置に関する技術的基準）  

第十六条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち排水施設の設置に関するものは、盛

土又は切土をする場合において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水等を排

除することができるよう、排水施設で次の各号のいずれにも該当するものを設置することとする。  

１ 略 

 

２ 前項に定めるもののほか、同項の技術的基準は、盛土をする場合において、盛土をする前の地盤面から盛土の内部に地下

水が浸入するおそれがあるときは、当該地下水を排除することができるよう、当該地盤面に排水施設で同項各号（第二号ただ

し書及び第四号を除く。）のいずれにも該当するものを設置することとする。 
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 盛土の排水施設は、地下水排除工及び盛土内排水層により、完全に地下水の排除ができるよ

うに計画することを基本とする。 

表 7.3.1 主要な盛土の排水施設の諸元一覧 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.137、表Ⅴ･2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.3.1 盛土の排水施設の概要図 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.137、図Ⅴ･2-1 
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技
術
的
基
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(1) 地下水排除工 

  盛土崩壊の多くが湧水、地下水、降雨等の浸透水を原因とするものであること、また盛土内

の地下水が地震時の滑動崩落の要因となることから、盛土内に十分な地下水排除工を設置し、

基礎地盤からの湧水や地下水の上昇を防ぐこと。 

  特に山地・森林では、谷部等において浸透水が集中しやすいため、現地踏査等によって、原地

盤及び周辺地盤の水文状況を適切に把握すること。 

1) 暗渠排水工 

① 暗渠排水工は、原地盤の谷部や湧水等の顕著な箇所等を対象に樹枝状に設置することを

基本とする。 

     一般的に盛土最下部に盛土地盤全体の安定を保つ目的で設置され、盛土を施工する前 

   の基礎地盤にトレンチを掘削して埋設される。暗渠排水工の標準的な形状は図 7.2.2 に 

   示すとおり。 

⚫ 管材とそれをとりまく通水性が高いフィルター材で構成すること。 

⚫ 集水管は、沢底部に設ける本管(φ300mm 以上)と、本管から樹枝状に設置した

補助管(φ200mm 以上)とし、盛土に対して十分な耐荷重性を有する管材を選

定すること。 

⚫ 補助管の間隔は 40m を標準とし、渓流等をはじめとする盛土等の地下水が多い

ことが想定される場合は、設置間隔を 20m とすること。 

② 暗渠排水工の流末は、維持管理や点検が行えるように、ます、マンホール、かご等で保護を

行うことを基本とする。 

③ 施工時における中央縦排水は、暗渠排水工と併用せず、別系統の排水管を設置することを

基本とする。 

④ 中央縦排水に土砂が入らないように縦排水管の口元は十分な保護を行うことを基本とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.3.2 暗渠排水工の基本構造 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.140、図Ⅴ･2-3 
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図 7.3.3 渓流等における盛土の暗渠排水工及び基盤排水層の設置例 

出典：道路土工－盛土工指針 (社)日本道路協会、平成 22 年 4 月、p.162、解図 4-9-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.3.4 地下水排除工の配置例 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.147、図－① 
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解
説 

 

表 7.3.2 地下水排水暗渠の分類 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.148、表－① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7.3.3 吸水渠、集水渠の区分 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.148、表－② 
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図 7.3.5 地下排水暗渠の選定フローの例 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.149、図－② 
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2) 基盤排水層 

 

① 基盤排水層は、透水性が高い材料を用い、主に谷埋め盛土におけるのり尻及び谷底

部、湧水等の顕著な箇所等を対象に設置することを基本とする。 

② 基盤排水層は、地山から盛土への水の浸透を防止するため、地山の表面に設置する。 

③ 基盤排水層の厚さは 0.5m を標準とし、渓流等をはじめとする盛土の地下水が多い

ことが想定される場合は、1.0m とする。 

④ 長さについては、盛土のり面ののり尻からのり肩までの水平距離の 2 分の 1 の範囲

で、かつ、渓流等における盛土では基礎地盤の段切りを施工しない勾配 15°程度未

満（i<1:4）の範囲を包括して設置することを標準とする。 

 
⑤ 材料は、砕石や砂等の透水性の高く、かつ、十分なせん断強度を有する材料を用い

る。 

 ⑥ 設置に当たっては、吸い出し防止材により盛土材料の流出を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.3.6 基盤排水層の設置例 

出典：設計要領 第一集 土工建設編 東・中・西日本高速道路(株)、令和 2 年 7 月、p.4-38、図 4-32 
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3) のり尻工 

  のり尻工は、長大法となる盛土又は渓流等における盛土において、基盤排水層あるいは地下

排水溝と併用し、のり尻部に設置する。これは排水と同時にのり尻崩壊の防止にも役立つ。のり

尻工として、透水性の高い岩塊（必要に応じて吸出し防止材を設置）、ふとんかご・じゃかご工等

が用いられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.3.7 のり尻工の設置例 

出典：道路土工－盛土工指針 (社)日本道路協会、平成 22 年 4 月、pp.158～159、解図 4-9-4～4-9-5 

技
術
的
基
準 

(2) 盛土内排水層 

盛土内に地下水排除工を設置する場合に、あわせて盛土内に水平排水層を設置して、地下水

の上昇を防ぐとともに、降雨による浸透水を速やかに排除して、盛土の安定を図ること。  

水平排水層は、透水性が高い材料を用い、盛土のり面の小段ごとに設置することを基本とす

る。 

   

1) 盛土内排水層(水平排水層) 

 
① 水平排水層は、層厚 0.3m 以上（砕石や砂の場合）とし、長さは小段高さ(H)の 2 分

の 1 以上とすること。 

 ② 浸透水の速やかな排水を促すため 5～6％の排水勾配を設けることを標準とする。 

 
③ 材料は透水性の高いもの（砕石・砂）を用いることとし、ジオテキスタイル系の各種材

料の適用も有効である。 

次ページに続く 



7. 排水施設に関する技術的基準 

118 

 

 次に盛土の排水施設の計画例を示す。本章を参考に現場状況に応じて検討すること。 
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図 7.3.8 水平排水層の例 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.167、図Ⅴ･2-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.3.9 水平排水層の末端部の例 

出典：道路土工－盛土工指針 (社)日本道路協会、平成 22 年 4 月、p.170、解図 4-9-14 

 

参
考 

 

盛土等防災マニュアル Ⅴ・2 排水施設等 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、p137-172  

道路土工 盛土工指針（平成 22 年度版）、4-9 排水施設 
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図 7.3.10 盛土の排水施設の例（参考図） 

※本章および２地盤に関する技術的基準を参照のこと 
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7.4 のり面排水工（表面排水工）  

技
術
的
基
準 

１） のり面排水工の設計にあたって、以下の事項に留意すること。 

① 湧水及び地下水の状況を把握するため、事前に十分な調査を行うこと。 

② 崖の上端に続く地表面には、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう、地

盤に勾配を設けること。ただし、崖の反対方向へ地盤の勾配を設けることが困難な場合

は、のり面へ雨水その他の地表水が入らないように、適切に排水施設を設置すること。 

③ のり面を流下する地表水は、のり肩及び小段に排水溝を設けて排除すること。 

④ 浸透水は、地下の排水施設により速やかに地表の排水溝に導き排除すること。 

⑤ のり面排水工の流末は、十分な排水能力のある排水施設に接続すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.1 のり面排水工の例 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.390、図Ⅶ･6-5、図Ⅶ.6-6 

次ページに続く 
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表 7.4.1 表面排水工（のり面排水工）の種類 

出典：道路土工－盛土工指針 (社)日本道路協会、平成 22 年 4 月、p.156、解表 4-9-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

２) のり肩排水工 

  のり面の上部に自然斜面が続いている等、盛土又は切土のり面以外からの地表水が流下する

場所には、のり肩排水工を設置する。 

３) 小段排水工 

  小段には排水溝を設置する。 小段は排水溝の方向に 5%程度の下り勾配を設けて施工し、

排水溝に水が流れるように計画するとともに、土砂や枝葉などの流入、堆積を考慮した構造とす

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.2 小段排水工の設置例 

出典：道路土工－切土・斜面安定工指針 (社)日本道路協会、平成 21 年 6 月、p.172、解図 7-1 

４) 縦排水工 

 縦排水溝の計画は以下を参考とする。 

① 縦排水溝は、現地の地形条件などを考慮して適切な間隔で設置すること。 

② 排水溝には、既製コンクリート U 型溝（ソケット付きがよい）、鉄筋コンクリートベンチフリュ

ーム、コルゲートＵ字フリューム、鉄筋コンクリート管、陶管、石張り水路などを用いること。 

③ のり長 3m 程度の間隔で、縦排水溝下部に滑り止めを設置すること。 

次ページに続く 
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④ 縦排水溝の側面は勾配をつけ、芝張りや石張り等を施すこと。 

⑤ 縦排水溝を設置の際は、地形的にできるだけ凹地の水の集まりやすい箇所を選定すること。 

⑥ 縦排水溝の断面は、接続する横排水溝の断面、土砂や枝葉等の流入、堆積を考慮した構造

とすること。 

⑦ のり面の上部に自然斜面が続いて、その斜面に常時流水のある沢や水路がある場合は、縦

排水工の断面に十分余裕を持たせること。 

⑧ 縦排水工は、水が漏れたり飛び散ることのない構造とすること。特にのり尻等の勾配変化点

では、排水工への跳水防止版の設置、排水工の外側への保護コンクリート等の措置を講じる

こと。 

⑨ 排水溝の合流する箇所には、必ず桝（ます）を設けて、桝（ます）には水が飛び散らないよう

に蓋を設けること。桝（ます）には泥溜めを設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4.3 鉄筋コンクリート U 形溝による縦排水溝の設置例(単位：cm) 

出典：道路土工－切土・斜面安定工指針 (社)日本道路協会、平成 21 年 6 月、p.173、解図 7-2 

５） のり尻排水工 

  のり尻排水溝の設置にあたっては、集水量が多い場合には流量計算に基づいて断面を決定

し、適切な流末処理を行うこと。 

６） のり面排水工の流末処理 

  のり面排水工の流末は、排水能力のある施設に接続するよう設計することとし、道路管理者・

河川管理者などと協議すること。 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅶ・6 のり面排水工の設計・施工上の留意事項 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.387～392  

道路土工 盛土工指針（平成 22 年度版）、4-9-3 のり面排水工  

道路土工 切土工・斜面安定工指針（平成 21 年度版）、7-3-2 のり面排水工の設計・施工 
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7.5 排水施設の断面  
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１） 排水施設の断面は、降雨強度、排水面積、地形・地質、土地利用計画等に基づいて算定した   

  雨水等の計画流出量を安全に排除できるよう決定すること。 

２） 申請区域内の雨水排水施設の規模の決定に当たっては、降雨強度、排水面積、地形・地質、  

  土地利用計画等を総合的に考慮するものとし、下水道計画の計画規模を下回らないものとす  

  る。また、下流水路・河川等の管理者と十分協議しておくこと。 

解
説 

① 雨水流出量の算定 

雨水流出量の算定は、以下の合理式を標準とする。 

 

Ｑ = (1／360) ∙ ｆ ∙ ｒ ∙ Ａ 

Ｑ：計画雨水量(m3／sec) 

ｆ：流出係数 

ｒ：降雨強度(mm/hr)  

Ａ：集水面積(ha) 

② 流出係数  

  流出係数（ｆ）は、以下の表 7.5.1 に示す値を参考にすること。なお、開発行為の見なし許可と

なる場合は開発行為の流出係数を用いること。これらにより難い場合は、適切な流出係数を使

用すること。 

  また、流出係数は土地利用形態により異なるため、一般に排水区域全体を加重平均して求め

ること。 

流域の状況 流出係数 

急峻な土地 0.8 

三紀層山丘 0.7～0.8 

山地 0.7 

起伏のある土地及び樹林 0.6～0.7 

畑原野 0.6 

平坦な耕地 0.5～0.6 

水田 0.7 

一般市街地 0.8 

表 7.5.1 流出係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページに続く 



7. 排水施設に関する技術的基準 

124 

 

解
説 

③ 降雨強度 

  降雨強度は、以下の方法により求めること。 

⚫ 河川管理者の指定する確率降雨強度曲線から求める方法 

（福井県、都市計画法に基づく開発許可申請の手引） 

 

④ 降雨確率年 

⚫ 降雨確率年は５年確率を基本とする。 

⚫ 工事申請区域の属する自治体の下水道の整備水準を考慮して、下表の降雨確率年も

参考とすることができる。 

⚫ 他法令と重複する場合はより厳しい降雨確率年を採用する。 

（例：林地開発許可や建設発生土処分地は 10 年確率） 

⚫ 集水性が高い場合※1 や盛土規模が大きい場合※2 には総合的に判断し、適切な値を

用いること。 

※1：渓流等（許可申請等の手引き P21 参照）での盛土 

※2：盛土高さ 15m 超で盛土量 5 ㎥超の盛土（盛土等防災マニュアルの主な改正概

要と考え方） 

表 7.5.2 降雨強度（福井県内の下水道整備（雨水）の整備水準 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 排水施設断面の決定 

最大計画雨水流出量の排水が可能になるよう余裕を見て定められていること。この場合、断

面は開水路で最大計画雨水流出量の 30%増し、管渠類で 50%増しを原則とする。 

 

ⅰ） 流量の算定（Ｑ）  

排水施設の流下可能量の算定は次式による。  

Ｑ＝Ａ・Ｖ  

Ｑ ：流量（m³/sec）  

Ａ ：通水断面積（m²）   

Ｖ ：平均流速（m/sec） 
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解
説 

  ⅱ） 流速の算定（Ｖ）  

流速の算定には、マニング式を用いる。  

V＝1/ｎ・Ｒ2/3・Ｉ1/2・Ａ 

Ｒ ：径深(m) （＝Ａ/Ｓ） 

Ｓ ：潤辺長（m）  

Ｉ ：水路勾配 （分数又は小数） 

ｎ ：粗度係数 （表 7.5.2、表 7.5.3 参照） 

排水施設の設計流速は、最小が 0.6m/s 以上、最大が 3.0m/s 以下を標準とする。 

ⅲ） 粗度係数（ｎ）  

粗度係数ｎは、表 7.5.2、表 7.5.3 の値を参考にすること。 

 

表 7.5.3 粗度係数 

管 種 粗度係数 

陶管 0.013 

鉄筋コンクリート管渠などの工場製品 0.013 

現場打ち鉄筋コンクリート管渠 0.013 

硬質塩化ビニール管 0.010 

強化プラスチック複合管 0.010 

（マニング式、クッター式共通） 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、令和 5 年 11 月、p.298、表Ⅻ･2-4 

 

表 7.5.4 粗度係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：福井県林地開発制度の手引き（福井県農林水産部森林整備課、平成 12 年 4 月）、p.35、表-5 
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参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅴ・2 排水施設等 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅰ、pp.162～166  

盛土等防災マニュアル Ⅶ・2 開発事業等実施地区内の排水施設 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅱ、pp.287～298  

福井県林地開発制度の手引き（福井県農林水産部森林整備課、平成 12 年 4 月） 
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8.1 土石を堆積する土地の基準 （政令 19-1） 

【政令】 (土石の堆積に関する工事の技術的基準) 

第十九条  法第十三条第一項の政令で定める土石の堆積に関する工事の技術的基準は、次に掲げるものとする。  

一 堆積した土石の崩壊を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置を講ずる場合を除き、土石の堆積は、勾

配が十分の一以下である土地において行うこと。  

二 土石の堆積を行うことによって、地表水等による地盤の緩み、沈下、崩壊又は滑りが生ずるおそれがあるときは、土石の

堆積を行う土地について地盤の改良その他の必要な措置を講ずること。  

三 堆積した土石の周囲に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める空地 

（勾配が十分の一以下であるものに限る。）を設けること。  

イ 堆積する土石の高さが五メートル以下である場合  当該高さを超える幅の空地  

ロ 堆積する土石の高さが五メートルを超える場合  当該高さの二倍を超える幅の空地  

四 堆積した土石の周囲には、主務省令で定めるところにより、柵その他これに類するものを設けること。  

五 雨水その他の地表水により堆積した土石の崩壊が生ずるおそれがあるときは、当該地表水を有効に排除することができ

るよう、堆積した土石の周囲に側溝を設置することその他の必要な措置を講ずること。  

 

【省令】 (柵その他これに類するものの設置) 

第三十三条    令第十九条第一項第四号（令第三十条第二項において準用する場合を含む。）に規定する柵その他これに

類するものは、土石の堆積に関する工事が施行される土地の区域内に人がみだりに立ち入らないよう、見やすい箇所に関係者

以外の者の立入りを禁止する旨の表示を掲示して設けるものとする。  
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（１） 土石の堆積の定義 

技
術
的
基
準 

① 土石の堆積とは、盛土規制法で指定される規制区域において行われる、一定期間を経過

した後に除去することを前提とした、土石を一時的に堆積する行為である。 

② 土石の堆積の許可期間は、原則、最大 5 年とする。 

③ 許可の日から 5 年を超えて土石を堆積する場合は、当該許可の日から 5 年が経過する

前に、継続して堆積させることが適切であるか確認された上で、堆積期間の延長に関す

る変更許可を受けること。 

④ 既に、変更許可により堆積期間を延長している土石の堆積については、当該変更許可の

日から 5 年が経過する前に、再度、継続して堆積させることが適切であるか確認された

上で、変更許可を受けること。 

解
説 

土石とは、「土砂」もしくは「岩石」、またはこれらの混合物をさす。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物や産業副産物等については土石の堆

積の対象外である。 

参
考 

盛土等防災マニュアル ⅩⅥ･1～ⅩⅥ･3 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅱ、pp.610～621 

   

（２） 土石の堆積箇所 

技
術
的
基
準 

① 土石の堆積は、崩壊時に周辺の保全対象に影響を及ぼさないような空地や措置を設ける

こと。 

② 堆積箇所の選定に当たっては、法令等による行為規制、自然条件、施工条件、周辺の状況

等を十分に調査するとともに、関係する技術的基準等を考慮し、周囲への安全性を確保

できるよう検討すること。 

③ 土石を堆積する土地（空地を含む）の勾配は、10 分の１以下とすること。ただし、堆積し

た土石の崩壊が生じないように設計する場合はこの限りではない。 

④ 地表水等の浸透による緩み等が生じない措置（地盤改良等）をとること。 

参
考 

盛土等防災マニュアル ⅩⅥ･1～ⅩⅥ･3 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅱ、pp.610～621 
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（3） 堆積する土地の基準 

技
術
的
基
準 

１） 次のいずれかに該当する空地を確保すること。ただし、土石の崩壊に伴う土砂の流出を防

止する措置を講ずる場合は、この限りでない。  

① 堆積する土石の高さが 5m 以下の場合、当該高さを超える幅の空地  

② 堆積する土石の高さが 5m 超の場合、当該高さの 2 倍を超える幅の空地 

■堆積する土砂の高さが 5m 以下の場合、当該高さを超える幅の空地の設置  

  

  

 

 

 

 

 

 

■堆積する土砂の高さが 5m 超の場合、当該高さの 2 倍を超える幅の空地の設置  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.1.1 土石の堆積に係る技術的基準(政令)の概念図 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅱ、令和 5 年 11 月、p.616、図ⅩⅤⅠ･2-1 

２） 側溝等の設置  

図 8.1.1 に示すとおり、堆積する土石の周囲に設ける空地の外側に側溝等を設置すること。

側溝等は、素掘り側溝とすることも可能である。  

３） 柵等の設置  

図 8.1.1 に示すとおり、原則、堆積した土石の周囲（空地・側溝等の外側）に柵等を設置する

こと。柵等とは、人がみだりに立ち入らないようにする施設であり、ロープ柵等も適用可能であ

る。 

参
考 

盛土等防災マニュアル ⅩⅥ･1～ⅩⅥ･3 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅱ、pp.610～621 
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（4） 土石の堆積の設計・施工上の留意事項 

技
術
的
基
準 

土石の堆積の設計・施工に当たっては、次の各事項に留意すること。 

1） 原地盤の処理 

 
堆積の基礎となる原地盤の状態は、現場によって様々であるので、現地踏査、土質調査

等によって原地盤の適切な把握を行うこと。 

2） 計画 

 
① 周辺の安全確保が可能な堆積形状や空地、土石の崩壊に伴う流出を防止する措置を

計画すること。 

 
② 雨水その他の地表水により土石の崩壊が生じないよう、適切な排水措置等を行い、

堆積した土石の安定を図ること。 

 ③ 堆積する土石の安全な運搬経路を確保すること。 

3） 土石の受け入れ 

 堆積する土石を受け入れる際には、土石が計画の材質であることを確認すること。 

解
説 

① 受け入れる土石は、その安定性の観点から建設発生土の土質区分基準のうち、第 4 種建設

発生土以上相当とすることが望ましい。 

② なお、第 4 種建設発生土相当の土石の割合が高い場合は堆積高さや堆積勾配等に十分配

慮し、土石の崩壊が発生しないような堆積計画をたてること。 

③ また、泥土相当の土石を堆積する場合は、堆積地区外に流出しないようにする等、適切な

措置をとること。 

④ 堆積する土石について、有害物質や廃棄物が含まれていないことを確認すること。 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル ⅩⅥ･1～ⅩⅥ･3 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅱ、pp.610～621 
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8.2 堆積した土石の崩壊やそれに伴う流出を防止する措置 （政令 19-2） 

 

  

【政令】 （土石の堆積に関する工事の技術的基準） 

第十九条  法第十三条第一項の政令で定める土石の堆積に関する工事の技術的基準は、次に掲げるものとする。  

一～五 略  

２ 前項第三号及び第四号の規定は、堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板を設置することその他の堆積した土石の

崩壊に伴う土砂の流出を有効に防止することができるものとして主務省令で定める措置を講ずる場合には、適用しない。  

 

【省令】 （堆積した土石の崩壊を防止するための措置） 

第三十二条  令第十九条第一項第一号（令第三十条第二項において準用する場合を含む。）の主務省令で定める措置は、

土石の堆積を行う面（鋼板等を使用したものであって、勾配が十分の一以下であるものに限る。）を有する堅固な構造物を設

置する措置その他の堆積した土石の滑動を防ぐ又は滑動する堆積した土石を支えることができる措置とする。  

 

【省令】 （土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置） 

第三十四条 令第十九条第二項（令第三十条第二項において準用する場合を含む。）の主務省令で定める措置は、次に掲げ

るいずれかの措置とする。  

一 堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板又はこれに類する施設（次項において「鋼矢板等」という。）を設置する 

こと 

二 次に掲げる全ての措置  

イ 堆積した土石を防水性のシートで覆うことその他の堆積した土石の内部に雨水その他の地表水が浸入することを防

ぐための措置  

ロ 堆積した土石の土質に応じた緩やかな勾配で土石を堆積することその他の堆積した土石の傾斜部を安定させて崩

壊又は滑りが生じないようにするための措置  

２ 前項第一号の鋼矢板等は、土圧、水圧及び自重によって損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造でなければならない。 
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（1） 措置の種類と選定 

技
術
的
基
準 

１） 堆積した土石の崩壊やそれに伴う流出を防止する措置として、十分な空地の設置が困難な

場合や土石を堆積する土地（空地を含む）の地盤の勾配が 10 分の１を超える場合におい

て、堆積した土石の流出等を防止することを目的とした措置を行うこと。 

① 地盤勾配（空地を含む）が 10 分の１を超える場合 

 ⚫ 構台等の設置 

 
➢ 土石の堆積を行う面（鋼板等を使用したものに限る。）を有する構台等の堅固な構造

物を設置すること。 

 ➢ 土石の堆積を行う面の勾配は、10 分の 1 以下を確保すること。 

 
➢ 想定される最大堆積高さの際に発生する土圧、水圧、自重のほか、必要に応じて重

機による積載荷重に耐えうる構造とすること。 

 

＜構台等の設置＞  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 8.2.1 堆積した土砂の崩壊やそれに伴う流出を防止する措置の概念図（構台等） 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅱ、令和 5 年 11 月、p.624、図ⅩⅤⅠ･4-1 

 

  

② 十分な空地の設置が困難な場合 

 十分な空地の設置が困難な場合、以下のいずれかの措置を講じる必要がある。 

 ⚫ 鋼矢板等の設置 

 ➢ 堆積高さを超える鋼矢板やこれに類する施設を設置すること。 

 
➢ 想定される最大堆積高さの際に発生する土圧、水圧、自重のほか、必要に応じて重

機による積載荷重に対して、損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造とすること。 

 

 

 

 

➢ 鋼矢板等の設計については、鋼矢板土留めによること。 

次ページに続く 
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技
術
的
基
準 

 

＜鋼矢板等の設置＞  

  

図 8.2.2 堆積した土砂の崩壊やそれに伴う流出を防止する措置の概念図（鋼矢板等） 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅱ、令和 5 年 11 月、p.624、図ⅩⅤⅠ･4-1 

 

 ⚫ 堆積勾配の規制及び防水性のシート等による保護 

 
➢ 堆積する土石の土質に応じた、緩やかな勾配とすること（一般的盛土の勾配の内、最

も緩い 1：2.0 とすること）。 

 ➢ 侵食防止のため、堆積した土石を防水性のシート等で覆うこと。 

 ➢ 堆積した土石の周囲（側溝等の外側）に柵等を設置すること 

 

＜堆積勾配の規制及び防水性シート等による保護＞  

  

 

  

図 8.2.3 堆積した土砂の崩壊やそれに伴う流出を防止する措置の概念図（堆積勾配） 

出典：盛土等防災マニュアルの解説Ⅱ、令和 5 年 11 月、p.624、図ⅩⅤⅠ･4-1 

 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅻ・4 堆積した土石の崩壊やそれに伴う流出を防止する措置 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅱ、pp.622～632 
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（2） 設計・施工方法 

技
術
的
基
準 

堆積した土石の崩壊やそれに伴う流出を防止する措置の設計・施工に当たっては、土石の最

大堆積時に発生する土圧等に対して、堆積した土石の崩壊やそれに伴う流出を防止する措置に

求められる性能に応じた安全性の検討を行うこと。 

解
説 

① 堆積した土石の崩壊やそれに伴う流出を防止する措置の設計にあたっては、土石の定数

（単位体積重量、せん断強度等）を適切に設定し、各構造物等の基準に基づき計画すること。 

② 詳細な設計方法は、道路土工-仮設構造物工指針（日本道路協会）、乗入れ構台設計・施工指

針（日本建築学会）の他、自立式鋼矢板設計マニュアル（鋼管杭・鋼矢板技術協会、先端建設

技術センター）などにより行うこと。 

参
考 

盛土等防災マニュアル Ⅻ・4 堆積した土石の崩壊やそれに伴う流出を防止する措置 

盛土等防災マニュアルの解説Ⅱ、pp.622～632 


